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１ 第４次 あきる野 男女共同参画プランについて

（１）計画の目的

第４次あきる野男女共同参画プラン（以下「第４次プラン」という。）は、す

べての人が、性別にとらわれることなく、その個性や能力が十分に発揮され、

家庭、地域、職場等のあらゆる分野に責任を持って参画でき、多様な生き方を

自由に選択し、豊かさを享受することができる社会の実現を目指して、実効性

のある施策の推進を図っていくことを目的としています。

（２）あきる野市が目指す男女共同参画社会の姿

平成２８年度に実施した市民アンケート調査などによると、あきる野市に

おいては、未だ様々な場面で男女共同参画が実現していない状況がありま

す。このことから、男女共同参画に対する意識を醸成し、すべての人が性別

にとらわれることなくあらゆる分野に参画し、自分らしくいきいきと生活で

きる社会を目指します。

あきる野市が目指す男女共同参画社会の姿は次のとおりです。

男女が社会の対等な構成員として

○ 性別による差別や偏見がなく、それぞれの個性や能力が充分に発揮でき

る社会

○ 配偶者等からの暴力（ドメスティック・バイオレンス※1）や子ども、高

齢者、障がい者などの社会的弱者に対しての虐待及び性犯罪等の人権侵害

行為を根絶し、互いの人権が尊重される社会

○ 固定的な性別役割分担や慣行にとらわれずに、自らの意思により様々な

活動に参画できる社会

○ 家事や育児、介護等の家庭内での役割について、家族が互いに責任を分

かち合い、各々が自分らしい生き方を選択できる社会

○ 仕事や家庭生活、地域活動などについて、自らが希望するバランスで取

り組むことができる社会

○ 政策や方針決定の場を始め、あらゆる分野に対等の立場で参画でき、多

様な意見が反映される社会

（３）計画の基本理念

※1 殴る・蹴るなどの身体的な暴力だけでなく、大声でどなる・無視をするなどの精神的な暴力、性行為を強
要する・避妊に協力しないなどの性的暴力、生活費を渡さないなどの経済的暴力も含まれる。また、婚姻関

係にあるひとだけでなく、同棲相手・交際相手・元配偶者からの暴力、女性から男性への暴力も対象とな

る。
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日本国憲法の基本的人権は「個人の尊重」「両性の本質的平等」「法の下に

平等」を理念として、あらゆる差別を禁止し、「侵すことのできない永久の

権利」であるとしています。また、男女共同参画社会基本法（以下「基本

法」という。）は「男女の人権の尊重」「社会における制度又は慣行について

の配慮」「政策等の立案及び決定への共同参画」「家庭生活における活動と他

の活動の両立」「国際的協調」の５つの基本理念の下、男女が、社会の対等

な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参

画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文

化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会の形成を総

合的・計画的に推進することを目指しています。

あきる野市では、これらを基に「あきる野市男女共同参画計画の基本理

念」を次のとおりとします。

ア 男女の人権の尊重

すべての人の人権が尊重され、自らの個性と能力を十分に発揮し、多様

な生き方が選択できること

イ 男女の仕事と家庭・地域生活の両立

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）が図られ、男女が共に仕

事と家庭・地域生活を両立できること

ウ 政策・方針・決定過程への男女共同参画

あらゆる分野において、その性別に関わらず、男女が対等な立場で市の

政策等に参画できること

（４）重点課題

第４次プランでは、次の７点を重点課題としています。

ア 配偶者等からの暴力などを根絶するための施策の推進

配偶者や交際相手からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵

害であり、許されるものではありません。また、個人の尊厳を傷つけるば

かりではなく男女共同参画社会の実現を妨げるものです。

このため、市は第４次プランに掲げる配偶者等からの暴力の防止などに

関する施策の分野を「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する

法律」に基づく本市の「配偶者暴力対策基本計画」として位置付け、取組

を推進していきます。

イ 男女共同参画に係る意識啓発及び教育の推進

基本法に掲げる男女共同参画社会を実現させるには、子どものころから

の人権教育等が重要です。男性も女性も社会の対等な構成員として、自ら

の意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画するには、それを
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可能とする教育・学習機会が必要です。

このため、学校、家庭、地域など様々な機会を捉え、意識啓発等の取組

を推進していきます。

ウ 生涯を通じた健康支援

男女が互いにその身体的性差を理解し合い、思いやりを持って生活を送

ることは大切なことです。特に女性は妊娠出産を経験する可能性があるな

ど、生涯を通じて男女が異なる健康上の問題に直面することに留意する必

要があり、リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康と

権利）※2の視点が特に重要です。このことから、健康に関する情報提供や

意識啓発、相談体制の整備などの取組を推進していきます。

エ 職場における女性の活躍推進に関する施策の推進

近年、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がそ

の個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍することが一層重要

となっています。

このため、第４次プランに掲げる職場における女性の活躍に関する施策

の分野を「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づく本

市の「女性活躍推進計画」とし、取組を推進していきます。

オ ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進

仕事と家庭・地域生活のバランスを図り、日々の生活を充実したものと

していくためには、男女が共に多様な働き方や生き方を選択できる社会を

築いていく必要があります。

このため、ワーク・ライフ・バランスの意識啓発を図るとともに、育児や

介護支援等の取組を推進しています。

カ 政策・方針決定過程への男女共同参画の推進

男女共同参画社会の実現のためには、社会のあらゆる分野における政

策・方針決定過程への男女の参画が不可欠です。

市においても、様々な意見を市政に反映できるよう、指導的地位への女

性の登用や政策・方針決定過程への女性の参画を推進していきます。

※ 2 リプロダクティブ・ヘルス／ライツは、平成 6（1994）年の国際人口/開発会議の「行動計画」によって
提唱され、平成 7（1995）年の第４回世界女性会議の「北京宣言及び行動綱領」において「女性の人権」とし

て位置づけられた。リプロダクティブ・ヘルスとは、人間の生殖システム、その機能と（活動）過程のすべ

ての側面において、単に疾病、障害がないというばかりでなく、身体的、精神的、社会的に完全に良好な状

態にあることを指し、人々が安全で満ち足りた性生活を営み、生殖能力をもち、妊娠出産に関する自己決定

権をもつことを意味する。リプロダクティブ・ライツとは、こうした「性と生殖の健康（リプロダクティ

ブ・ヘルス）を得る権利」であり、「すべてのカップルと個人が 自分たちの子どもの数、出産間隔、ならび

に出産する時を責任をもって自由に決定でき、そのための情報と手段を得ることができるという基本的権

利」とされている。（カイロ国際人口開発会議（1994 年）「行動計画 第 7章 リプロダクティブライツとリ

プロダクティブヘルス」）
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キ 推進体制の整備

本計画を確実に推進するため、ＰＤＣＡサイクル※3による推進管理が重要

であるとともに、推進状況を明確にするため、ＫＰＩ※4の設定も必要です。

また、第三者からの評価も重要であることから、男女共同参画推進市民会

議との協働により、事業の推進に取り組みます。

※3 PLAN（計画）、DO（実施）、CHECK（評価）、ACTION（改善）の４つの視点をプロセ
スの中に取り込むことで、プロセスを不断のサイクルとし、継続的な改善を推進するマネ

ジメント手法のこと。
※43 Key Performance Indicatorの略。施策ごとの達成すべき成果目標を定量的に示す指標の
こと。

4
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基本目標 重点課題 施 策

Ⅰ

人権尊重意識の

高揚と人権擁護

Ⅱ

働きやすい

職場づくり

１ 配偶者等からの暴力

などを根絶するため

の施策の推進

Ⅰ-1-1 配偶者等からの暴力などの根絶

Ⅰ-1-2 配偶者等からの暴力などによる被害

者の保護

Ⅰ-1-3 ハラスメント防止のための啓発

Ⅰ-2-1 男女共同参画に係る意識啓発の推進

Ⅰ-2-2 男女平等教育の推進

２ ワーク・ライフ・バラ

ンス（仕事と生活の調

和）の推進

Ⅰ-3-1 性差に応じた健康支援

Ⅰ-3-2 母性保護と母子保健の充実

Ⅱ-1-1 男女の雇用機会と待遇の均等確保

Ⅱ-1-2 女性の能力発揮と職業能力開発の支援

２ 男女共同参画に係る

意識啓発及び教育の

推進

１ 政策・方針決定過程へ

の男女共同参画の推進

１ 職場における女性の

活躍推進に関する施

策の推進

３ 生涯を通じた健康支援

Ⅱ-2-1 ワーク・ライフ・バランスに対する意

識の啓発

Ⅱ-2-2 子育て支援及び介護支援による家庭生

活との両立

Ⅲ-2-1 あらゆる分野での女性の参画拡大

１ 推進体制の整備

Ⅳ-1-1 重点実施・責任部署、目標、実施期限の

明確化

Ⅳ-1-2 市民との連携・協働体制の充実

Ⅲ

政策・方針決定過

程への男女共同参

画の推進

Ⅳ

計画の確実な推進

（５）計画の体系
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２ 進捗状況報告書の構成について

（１）あきる野市における男女共同参画の推進状況

第４次プランでは、あきる野市における男女共同参画社会の実現に向けて、

複数の数値目標を掲げています。

この数値目標の基となる市民アンケートや、その他調査結果について次のペ

ージ以降に掲載するとともに、市における男女共同参画の推進状況について整

理しました。

（２）進捗状況に対する担当課の評価

本報告書の作成に当たり、各事業の担当課に次のとおり調査を行いました。

ア 調査内容

令和３年度実績及び評価並びに令和４年度の方向性及び予定

イ 調査期間 令和４年５月２３日から６月１７日まで

ウ 評価方法

担当課は、課題達成に向けた施策の各事業に対し、次の基準に則って自己

評価を行いました。

【 事業実施に係る評価基準 】

Ａ：課題解決のための施策に対する事業を十分に実施できた。

Ｂ：課題解決のための施策に対する事業はおおむね実施できた。

Ｃ：課題解決にはさらに工夫や改善が必要。

Ｄ：未実施

【 男女共同参画の視点からの評価基準 】

Ａ：大きな効果があった。

Ｂ：効果があった。

Ｃ：あまり効果がなかった。

Ｄ：まったく効果がなかった。

（３）あきる野市男女共同参画推進市民会議による評価

あきる野市男女共同参画推進市民会議において、各課題に対し、総合的に評

価しました。

【 総合評価基準 】

Ａ：施策に対する事業を十分に実施できている。

Ｂ：施策に対する事業はおおむね実施できている。

Ｃ：課題解決に工夫や改善が必要と思われる。

Ｄ：その他、施策の見直し等の必要がある。
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３ あきる野市における男女共同参画の推進状況について

（１）市民アンケート調査

ア 市民アンケート調査の概要

市では、市民の皆様が市で行っている事務や事業にどの程度満足されてい

るか、また、何を重要と感じているかなどを把握し、皆様の考えや意向を市

政に反映させることにより、今後の市政運営に資することを目的として、隔

年で市民アンケート調査を実施しています。

（ア）調査地域

あきる野市全域

（イ）調査対象

あきる野市在住の満１８歳以上の市民２，５００人

平成２８年度 有効回収数 ９２５通、有効回収率 ３７．０％

平成３０年度 有効回収数 ８３２通、有効回収率 ３３．３％

令和２年度 有効回収数 １，００９通、有効回収率 ４０．４％

令和４年度 有効回収数 ７８４通、有効回収率 ３１．４％

（ウ）調査期間

平成２８年度 平成２８年９月９日から９月２６日まで

平成３０年度 平成３０年８月２３日から９月１４日まで

令和２年度 令和２年１１月２０日から１２月１８日まで

令和４年度 令和４年６月７日から６月２８日まで

イ 市民アンケート調査結果

男女共同参画を含む、市が実施している４０の施策について、それぞれの

満足度と重要度を５段階で評価する「問７ 施策の満足度・重要度について」、

男女共同参画に係る意識を問う「問３０ 男女共同参画社会に関する認知度

について」「問３１ 様々な場面で女性と男性が平等になっていると思うか

について」及び「問３２ ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）

という言葉に認知度・理解度について」について、平成２８年度市民アンケ

ート、平成３０年度市民アンケート、令和２年度市民アンケート及び令和４

年度市民アンケートの集計結果を比較すると、次のような結果となりました。

その他調査結果の詳細は、市ホームページ

（http://www.city.akiruno.tokyo.jp/0000002913.html）をご確認くださ
い。
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（ア）施策の満足度・重要度について（問７）

◯「男女共同参画社会の実現」に係る施策の満足度

◯「男女共同参画社会の実現」に係る施策の重要度

結果を見ると、施策の満足度については「満足」又は「まあ満足」と答えた市民

が４．０％と、令和２年度の４．６％に比べ０．６ポイント低下しています。また、

「不満」又は「やや不満」と答えた市民は７．４％と、令和２年度の６．６％に比

べ０．８ポイント増えています。

施策の重要度は「重要」と答えた市民が１３．９％と、令和２年度の１３．２％

に比べ、０．７ポイント増加しています。また、「重要でない」と答えた市民は

２．６％と、令和２年度の３．１％に比べ０．５ポイント低下しています。

これらのことから、本市においては、「男女共同参画社会の実現」に係る施策に

対する市民の関心は高まっているものの、その関心に見合った満足度が得られてい

ない状況であることが分かります。

施策の満足度を高めるためには、今後、より一層「男女共同参画社会」に関する

周知・啓発に取り組み、誰もがその人らしく生きていくことができる社会の実現を

図っていく必要があります。

年度 満足 まあ満足 普通 やや不満 不満 わからない 無回答

R4 0.9 ％ 3.1 ％ 44.9％ 4.8 ％ 2.6 ％ 39.5 ％ 4.2 ％
R2 1.1 ％ 3.5 ％ 48.2％ 4.7 ％ 1.9 ％ 38.9 ％ 1.9 ％

H30 0.4 ％ 2.6 ％ 50.4％ 5.5 ％ 1.6 ％ 38.3 ％ 1.2 ％
H28 0.6 ％ 3.8 ％ 49.6％ 5.1 ％ 1.5 ％ 35.5 ％ 3.9 ％
増減 △ 0.2 pt △ 0.4 pt △ 3.3pt 0.1 pt 0.7 pt 0.6 pt 2.3 pt

年度 重要 まあ重要 普通
あまり重

要でない

重要

でない
わからない 無回答

R4 13.9 ％ 16.6 ％ 40.4 ％ 4.3 ％ 2.6 ％ 17.7 ％ 4.5 ％
R2 13.2 ％ 18.5 ％ 40.9 ％ 6.1 ％ 3.1 ％ 15.7 ％ 2.5 ％

H30 15.7 ％ 19.6 ％ 44.5 ％ 4.0 ％ 1.7 ％ 12.6 ％ 1.9 ％
H28 9.8 ％ 14.5 ％ 47.1 ％ 7.0 ％ 2.6 ％ 13.1 ％ 5.8 ％
増減 0.7 pt △ 1.9 pt △ 0.5 pt △ 1.8 pt △ 0.5 pt 2.0 pt 2.0 pt
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（イ）男女共同参画社会に関する認知度について（問３０）

◯男女共同参画社会とは、どのようなことかご存知ですか

（全体）

（男性）

（女性）

【参考】市民アンケート未掲載

（回答しない）

（未回答）

「男女共同参画社会」の認知度については、「言葉は聞いたことがある」市民は

増加しており、全体では令和２年度の３６．２％から３７．８％と１．６ポイント

増えています。

しかしながら、「知っている」市民は、令和２年度の３４．０％から２９．８％

年度 知っている
言葉は聞いたこと

がある
知らない 無回答

R4 29.8 ％ 37.8 ％ 28.8 ％ 3.6 ％

R2 34.0 ％ 36.2 ％ 26.9 ％ 3.0 ％

H30 37.5 ％ 34.1 ％ 21.8 ％ 6.6 ％

H28 29.4 ％ 35.4 ％ 27.8 ％ 7.5 ％

増減 △ 4.2 pt 1.6 pt 1.9 pt 0.6 pt

年度 知っている
言葉は聞いたこと

がある
知らない 無回答

R4 35.7 ％ 36.0 ％ 26.3 ％ 2.0 ％

R2 40.7 ％ 34.3 ％ 23.4 ％ 1.6 ％

H30 44.1 ％ 33.1 ％ 17.9 ％ 5.0 ％

H28 33.2 ％ 35.2 ％ 24.4 ％ 7.2 ％

増減 △ 5 pt 1.7 pt 2.9 pt 0.4 pt

年度 知っている
言葉は聞いたこと

がある
知らない 無回答

R4 25.2 ％ 39.4 ％ 31.2 ％ 4.2 ％

R2 28.8 ％ 38.0 ％ 29.4 ％ 3.8 ％

H30 33.6 ％ 34.7 ％ 24.5 ％ 7.2 ％

H28 26.1 ％ 35.4 ％ 30.9 ％ 7.6 ％

増減 △ 3.6 pt 1.4 pt 1.8 pt 0.4 pt

年度 知っている
言葉は聞いたこと

がある
知らない 無回答

R4 18.2 ％ 27.3 ％ 45.5 ％ 9.1 ％

年度 知っている
言葉は聞いたこと

がある
知らない 無回答

R4 26.3 ％ 42.1 ％ 15.8 ％ 15.8 ％
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と４．２ポイント減っており、「知らない」市民は、令和２年度の２６．９％から

２８．８％と、１．９ポイント増えています。

このことから、「男女共同参画社会」の全体的な認知度は低下していることが考

えられます。

今後、認知度を底上げするためには、「知らない」市民が「男女共同参画社会」

に関する情報に触れることができるよう周知を図ること、また、「言葉は聞いたこ

とがある」市民に対し「男女共同参画社会」への理解の促進を図ることが必要です。
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（ウ）様々な場面で女性と男性が平等になっていると思うかについて（問３１）

◯次のような場で女性と男性が平等になっていると思いますか。

場面 年度 男性優遇

どちらか

といえば

男性優遇

男女平等

どちらか

といえば

女性優遇

女性優遇 わからない 無回答

家庭生活

R4 11.6 ％ 32.1 ％ 32.7 ％ 5.1 ％ 2.3 ％ 11.9 ％ 4.3 ％

R2 13.2 ％ 33.2 ％ 36.1 ％ 5.3 ％ 1.2 ％ 8.4 ％ 2.7 ％

H30 11.5 ％ 38.6 ％ 30.3 ％ 7.1 ％ 1.8 ％ 7.2 ％ 3.5 ％

H28 12.3 ％ 33.2 ％ 32.8 ％ 6.4 ％ 1.9 ％ 5.6 ％ 7.8 ％
増減 △ 1.6 pt △ 1.1 pt △ 3.4 pt △ 0.2 pt 1.1 pt 3.5 pt 1.6 pt

職場

R4 15.7 ％ 32.4 ％ 27.7 ％ 4.5 ％ 1.8 ％ 12.8 ％ 5.2 ％
R2 14.1 ％ 30.9 ％ 28.7 ％ 5.5 ％ 1.2 ％ 14.4 ％ 5.3 ％
H30 17.5 ％ 40.5 ％ 21.8 ％ 3.7 ％ 1.7 ％ 11.5 ％ 3.2 ％
H28 18.2 ％ 34.7 ％ 21.9 ％ 4.5 ％ 1.4 ％ 10.1 ％ 9.2 ％
増減 1.6 pt 1.5 pt △ 1.0 pt △ 1.0 pt 0.6 pt △ 1.6 pt △ 0.1 pt

学校教育

R4 4.0 ％ 12.5 ％ 44.6 ％ 1.4 ％ 0.6 ％ 30.6 ％ 6.3 ％
R2 3.3 ％ 8.7 ％ 45.2 ％ 1.8 ％ 0.3 ％ 34.5 ％ 6.2 ％
H30 3.6 ％ 12.4 ％ 54.8 ％ 3.2 ％ 0.5 ％ 21.5 ％ 4.0 ％
H28 3.5 ％ 9.1 ％ 51.4 ％ 2.7 ％ 0.9 ％ 22.4 ％ 10.2 ％
増減 0.7 pt 3.8 pt △ 0.6 pt △ 0.4 pt 0.3 pt △ 3.9 pt 0.1 pt

政治

R4 38.5 ％ 33.2 ％ 10.5 ％ 0.9 ％ 0.4 ％ 11.2 ％ 5.4 ％
R2 34.8 ％ 33.5 ％ 10.5 ％ 0.7 ％ 0.4 ％ 16.3 ％ 3.9 ％
H30 35.0 ％ 38.1 ％ 11.8 ％ 0.6 ％ 0.1 ％ 11.3 ％ 3.1 ％
H28 24.0 ％ 39.6 ％ 14.9 ％ 1.0 ％ 0.6 ％ 11.0 ％ 8.9 ％
増減 3.7 pt △ 0.3 pt 0.0 pt 0.2 pt 0.0 pt △ 5.1 pt 1.5 pt

法律・

制度

R4 15.8 ％ 25.6 ％ 28.3 ％ 3.2 ％ 1.8 ％ 19.8 ％ 5.5 ％
R2 15.6 ％ 25.6 ％ 28.7 ％ 3.3 ％ 1.0 ％ 21.5 ％ 4.4 ％
H30 14.2 ％ 30.3 ％ 33.2 ％ 3.8 ％ 1.0 ％ 13.7 ％ 3.8 ％
H28 11.8 ％ 28.3 ％ 32.3 ％ 4.3 ％ 0.9 ％ 13.4 ％ 9.0 ％
増減 0.2 pt △ 0.0 pt △ 0.4 pt △ 0.1 pt 0.8 pt △ 1.7 pt 1.1 pt

社会通念

習慣

しきたり

R4 26.3 ％ 40.6 ％ 12.6 ％ 1.1 ％ 1.0 ％ 12.8 ％ 5.6 ％
R2 26.0 ％ 44.3 ％ 12.1 ％ 1.9 ％ 0.4 ％ 11.3 ％ 4.1 ％
H30 26.4 ％ 47.7 ％ 13.3 ％ 1.1 ％ 0.8 ％ 7.9 ％ 2.6 ％
H28 26.2 ％ 44.6 ％ 11.2 ％ 2.6 ％ 0.4 ％ 6.8 ％ 8.1 ％
増減 0.3 pt △ 3.7 pt 0.5 pt △ 0.8 pt 0.6 pt 1.5 pt 1.5 pt
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「社会通念 習慣 しきたり」において「男女平等である」と感じる市民が増え

ていますが、全体的には「男女平等である」と感じる市民は減っています。

特に「家庭生活」の場面においては３２．７％と、令和２年度の３６．１％に比

べて３．４ポイント低下しています。コロナ禍におけるテレワークの推進によって、

在宅機会が増加し、家庭内の男女平等に係る問題が顕在化したことが要因の一つと

考えられます。

また、全体的に「男性優遇」「女性優遇」と感じる市民については、増加傾向に

あることから、男女間で不平等を感じる場面は、現状、多く存在しているというこ

とが分かります。

これらのことから、引き続き、性別などに関わらず誰もが活躍できる「男女共同

参画社会」の実現に向け、施策を進めていく必要があります。

地域活動

R4 12.1 ％ 28.4 ％ 29.3 ％ 2.4 ％ 1.1 ％ 21.6 ％ 5.0 ％
R2 10.4 ％ 29.8 ％ 30.6 ％ 2.8 ％ 0.5 ％ 22.1 ％ 3.8 ％
H30 10.6 ％ 34.7 ％ 33.7 ％ 5.0 ％ 0.7 ％ 12.3 ％ 3.0 ％
H28 12.0 ％ 31.4 ％ 30.8 ％ 3.9 ％ 1.0 ％ 12.6 ％ 8.3 ％
増減 1.7 pt △ 1.4 pt △ 1.3 pt △ 0.4 pt 0.6 pt △ 0.5 pt 1.2 pt
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（エ）ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）という言葉の認知度・理

解度について（問３２）

◯ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）という言葉をご存知ですか。

（全体）

（男性）

（女性）

【参考】市民アンケート未掲載

（回答しない）

（無回答）

「ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）」の認知度については、性別

に関わらず「内容を含めて知っている」「言葉は聞いたことがある」と答えた市民

は６４．５％と、令和２年の７０．７％と比較し６．２ポイント減っています。ま

年度
内容を含めて

知っている

言葉は聞いたこと

がある
知らない 無回答

R4 29.3 ％ 35.2 ％ 30.1 ％ 5.4 ％

R2 31.0 ％ 39.7 ％ 27.6 ％ 1.7 ％

H30 26.7 ％ 46.5 ％ 24.2 ％ 2.6 ％

H28 23.9 ％ 41.5 ％ 28.5 ％ 6.1 ％

増減 △ 1.7 pt △ 4.5 pt 2.5 pt 3.7 pt

年度
内容を含めて

知っている

言葉は聞いたこと

がある
知らない 無回答

R4 36.0 ％ 38.2 ％ 21.2 ％ 4.5 ％

R2 37.7 ％ 38.9 ％ 22.8 ％ 0.7 ％

H30 30.9 ％ 46.0 ％ 21.8 ％ 1.4 ％

H28 28.3 ％ 41.0 ％ 24.4 ％ 6.3 ％

増減 △ 1.7 pt △ 0.7 pt △ 1.6 pt 3.8 pt

年度
内容を含めて

知っている

言葉は聞いたこと

がある
知らない 無回答

R4 23.7 ％ 33.4 ％ 37.9 ％ 5.0 ％

R2 26.2 ％ 39.7 ％ 32.4 ％ 1.7 ％

H30 24.5 ％ 46.8 ％ 26.4 ％ 2.3 ％

H28 20.0 ％ 41.9 ％ 32.6 ％ 5.5 ％

増減 △ 2.5 pt △ 6.3 pt 5.5 pt 3.3 pt

年度 知っている
言葉は聞いたこと

がある
知らない 無回答

R4 45.5 ％ 18.2 ％ 18.2 ％ 18.2 ％

年度 知っている
言葉は聞いたこと

がある
知らない 無回答

R4 15.8 ％ 26.3 ％ 36.8 ％ 21.1 ％
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た、「知らない」と答えた市民は３０．１％と、令和２年の２７．６％と比較し

２．５ポイント増えています。

このことから、全体的に「ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）」の

認知度は低下していることが分かります。

今後、認知度を高めるためには、市民の意識醸成を図るとともに、市内の企業に

対しても、市が実施している「あきる野市ワーク・ライフ・バランス推進事業所認

定事業」を含め、ワーク・ライフ・バランスについて周知を図る必要があります。
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（２）各種委員会等における女性の参画率

内閣府においては「社会のあらゆる分野において、２０２０年までに指導的

地位に女性が占める割合を少なくとも３０％程度とする」ことを目標に掲げた

ことから、市の第３次プランにおいても、それに習って各種委員会等における

女性委員の比率を３０％以上とすることを目標としていました。

この目標に加え、第４次プランにおいては、次のような数値目標を掲げてい

ます。

①女性委員が３０％以上の委員会等の比率４５％

②女性委員がいる委員会等の比率８５％

令和４年４月１日現在、市における各種委員会等の女性委員数の詳細は次の

ページのとおりです。

女性委員の比率は、全体で８２１人中２８４人と約３４．６％となっていま

す。５２の委員会等のうち、女性委員が全体の３０％以上を占める委員会等は

１７で全体の約３２．７％、１人でも女性委員がいる委員会等は４２で全体の

約８０．８％となっています。

令和３年４月１日現在と比べ、全体の女性委員の比率は約３５．８％から

１．２ポイント低下、女性委員が全体の３０％以上を占める委員会の数は、令

和３年４月１日現在の約４０．４％から７．７ポイント低下、１人でも女性委

員がいる委員会等は約８４．２％から３．４ポイント低下しております。

女性委員の比率
女性委員が３０％以上を

占める委員会等の比率

女性委員がいる委員会

等の比率

数値目標 40.0 ％ 50.0 ％ 90.0 ％

R4.4.1 34.6 ％ 32.7 ％ 80.8 ％

R3.4.1 35.8 ％ 40.4 ％ 84.2 ％

R2.4.1 35.4 ％ 39.0 ％ 83.1 ％

H31.4.1 35.3 ％ 38.3 ％ 90.0 ％

H30.4.1 34.9 ％ 35.7 ％ 87.5 ％

増 減 △ 1.2 pt △ 7.7 pt △ 3.4 pt



- 20 -

各種委員会等における女性の参画率（原則として令和４年４月１日現在）

男 女

1 あきる野市教育委員 地方自治法 教育総務課 3 2 40.0%

2 選挙管理委員会 地方自治法 選挙管理委員会事務局 3 1 25.0%

3 監査委員 地方自治法 監査委員事務局 2 0 0.0%

4 農業委員会 地方自治法 農林課 14 0 0.0%

5 あきる野市固定資産評価審査委員会 地方自治法 総務課 3 0 0.0%

25 3 10.7%

1 あきる野市指定管理者選定委員会
あきる野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に

関する条例
企画政策課 6 1 14.3%

2 あきる野市表彰審査会 あきる野市表彰条例 市長公室 8 0 0.0%

3 あきる野市情報公開・個人情報保護審査会 あきる野市情報公開条例 総務課 4 1 20.0%

4 あきる野市個人情報保護審議会 あきる野市個人情報保護条例 総務課 6 0 0.0%

5 あきる野市行政不服審査会 行政不服審査法 総務課 4 1 20.0%

6 あきる野市防災会議 あきる野市防災会議条例 地域防災課 33 3 8.3%

7 あきる野市国民保護協議会 あきる野市国民保護協議会条例 地域防災課 29 0 0.0%

8 あきる野市安全・安心まちづくり協議会 あきる野市安心・安全まちづくり条例 地域防災課 16 1 5.9%

9 あきる野市国民健康保険運営協議会 国民健康保険法 保険年金課 11 2 15.4%

10 あきる野市環境審議会 あきる野市環境基本条例 環境政策課 8 0 0.0%

11 あきる野市都市環境審議会 あきる野市都市環境条例 環境政策課 9 1 10.0%

12 あきる野市緑地保全審議会 あきる野市ふるさとの緑地保全条例 環境政策課 8 1 11.1%

13 あきる野市民生委員推薦会 民生委員法 福祉総務課 12 2 14.3%

14 あきる野市民生児童委員協議会 民生委員法 福祉総務課 33 37 52.9%

15 あきる野市介護給付費等支給審査会
あきる野市介護給付費等支給審査会の委員の定数等を

定める条例
障がい者支援課 3 2 40.0%

16 あきる野市障がい者福祉計画推進委員会 障害者基本法 障がい者支援課 7 4 36.4%

17 あきる野市介護認定審査会 介護保険法 高齢者支援課 16 4 20.0%

18 あきる野市都市計画審議会 都市計画法 都市計画課 12 2 14.3%

19
秋多都市計画事業武蔵引田駅北口土地区画整理審

議会
土地区画整理法 区画整理推進室 10 0 0.0%

20 青少年問題協議会 地方青少年問題協議会法 生涯学習推進課 16 9 36.0%

21 あきる野市社会教育委員の会議 社会教育法 生涯学習推進課 6 2 25.0%

22 あきる野市文化財保護審議会 あきる野市文化財保護条例 生涯学習推進課 9 1 10.0%

23 あきる野市スポーツ推進審議会 あきる野市スポーツ推進審議会条例 スポーツ推進課 7 1 12.5%

24 あきる野市図書館協議会 図書館法 図書館 1 5 83.3%

274 80 22.6%

1 あきる野市男女共同参画推進市民会議 あきる野市男女共同参画推進市民会議設置要綱 企画政策課 3 3 50.0%

2 あきる野市花いっぱい運動推進協議会 あきる野市花いっぱい運動推進協議会設置要綱 地域防災課 7 2 22.2%

3 あきる野市環境委員会 あきる野市環境委員会設置要綱 環境政策課 14 3 17.6%

4 あきる野市農業振興地域整備促進協議会 あきる野市農業振興地域整備促進協議会設置要綱 農林課 20 0 0.0%

5
あきる野市認定農業者等担い手育成総合支援協議

会

あきる野市認定農業者等担い手育成総合支援協議会設

置要綱
農林課 10 1 9.1%

6 あきる野市地域保健福祉計画策定・推進委員会
あきる野市地域保健福祉計画策定・推進委員会設置要
綱

福祉総務課 10 4 28.6%

7 第８期あきる野市介護保険推進委員会 あきる野市介護保険推進委員会設置要綱 高齢者支援課 9 1 10.0%

8 あきる野市地域包括支援センター運営協議会 あきる野市地域包括支援センター運営協議会要綱 高齢者支援課 6 2 25.0%

9 あきる野市高齢者虐待防止ネットワーク会議 あきる野市高齢者虐待防止ネットワーク会議設置要綱 高齢者支援課 9 4 30.8%

10 あきる野市老人ホーム入所判定委員会 あきる野市老人ホーム入所判定委員会設置要綱 高齢者支援課 3 0 0.0%

11 あきる野市地域ぐるみの支え合い推進協議体 あきる野市生活支援体制整備事業実施要綱 高齢者支援課 14 6 30.0%

12 あきる野市健康づくり推進協議会 あきる野市健康づくり推進協議会設置要綱 健康課 10 9 47.4%

13 あきる野市健康づくり市民推進委員会 あきる野市健康づくり市民推進委員会設置要綱 健康課 13 99 88.4%

14 あきる野市自殺対策推進協議会 あきる野市自殺対策推進協議会設置要綱 健康課 9 3 25.0%

15 あきる野市要保護児童対策地域協議会代表者会議 あきる野市要保護児童対策地域協議会設置要綱 子ども家庭支援センター 12 12 50.0%

16 あきる野市要保護児童対策地域協議会実務者会議 あきる野市要保護児童対策地域協議会設置要綱 子ども家庭支援センター 9 12 57.1%

17 あきる野市学校給食センター運営協議会
あきる野市学校給食センターの設置及び管理運営に関

する条例
学校給食課 11 8 42.1%

18 あきる野市青少年委員
あきる野市青少年委員の設置及び委員の報酬に関する

条例
生涯学習推進課 9 7 43.8%

19 あきる野市生涯学習市民会議 あきる野市生涯学習推進市民会議設置要綱 生涯学習推進課 10 2 16.7%

20 放課後子どもプラン運営委員会 あきる野市放課後子どもプラン運営委員会設置要綱 生涯学習推進課 11 3 21.4%

21 あきる野市スポーツ推進委員 あきる野市スポーツ推進委員に関する規則 スポーツ推進課 7 8 53.3%

206 189 47.8%

505 272 35.0%

1 清流保全協力員 あきる野市清流保全条例 生活環境課 22 1 4.3%

2 あきる野市廃棄物減量等推進員
あきる野市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条

例
生活環境課 6 10 62.5%

28 11 28.2%

533 283 34.7%

内訳

合計

総合計

区分 ＮＯ 委員会等の名称 根拠条例等 所管課名 女性参画率
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（３）あきる野市の管理・監督職における女性職員の比率（各年４月１日現在）

ア あきる野市職員の男女比率

イ 管理・監督職における女性職員の比率

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づき、平成２８年４月に制

定し、令和３年３月に改訂した「あきる野市における女性活躍の推進に関する特定

事業主行動計画」において、令和７年度末までに管理（部長及び課長級職員）・監

督職（課長補佐及び係長級職員）における女性の比率を、管理職は２５％以上、監

督職は３５％以上とすることを目標に掲げ、能力向上やリーダーシップ等の手法を

身につけるための各種研修への女性職員の参加を促すなどの取組を進めることと

しています。
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管理・監督職に就く女性職員の割合は、令和３年までは一貫して上昇しておりま

したが、令和４年４月１日現在においては、管理・監督職の女性職員の割合は約

２７．５％と、昨年度比で１．６ポイント低下しています。

管理職、監督職別でみると、管理職における女性職員の割合は５７人中８人の約

１４．０％、監督職における女性職員の割合は１２１人中４１人の約３３．９％と

なっており、それぞれ数値目標に達していません。

また、職員全体のうち、女性が占める割合は、令和４年においては３５．３％と、

０．３ポイント上昇しております。
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４ 進捗状況に対する担当課の評価

【 事業実施に係る評価基準 】

Ａ：課題解決のための施策に対する事業を十分に実施できた。

Ｂ：課題解決のための施策に対する事業はおおむね実施できた。

Ｃ：課題解決にはさらに工夫や改善が必要。

Ｄ：未実施

【 男女共同参画の視点からの評価基準 】

Ａ：大きな効果があった。

Ｂ：効果があった。

Ｃ：あまり効果がなかった。

Ｄ：まったく効果がなかった。



- 24 -



基本目標Ⅰ　人権尊重意識の高揚と人権擁護

　課題１　配偶者等からの暴力などを根絶するための施策の推進

　　施策１　配偶者等からの暴力などの根絶

NO　１

事業名

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続

市ホームページを活用した周知
の外、庁舎及びあきる野ルピア
のトイレの個室に市の相談窓口
を記載したものを掲示するな
ど、相談窓口の周知を図った。

Ｂ Ｂ

広く周知することで、加害者が
相談窓口を知ってしまうことが
想定されるため、支援が必要な
方へのより良い周知の仕方につ
いて検討していく必要がある。

継続して実施する。

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続

国や東京都等が作成したポス
ター及びチラシを公共施設に設
置したほか、市ホームページを
通して、周知と啓発を図った。
新型コロナ対策のためイベント
が中止となり、対面での周知を
図る場がなかった。

Ｃ Ｃ

ポスター等の掲示や市ホーム
ページでの周知については、よ
り支援を必要としている人に情
報が届くよう、配布先等の実績
を把握する必要がある。

設置場所等を工夫し、継続して実
施する。
広報あきる野など、多くの人が目
にする媒体を積極的に活用する。
設置したチラシ等の配布先と部数
について、記録をとる。

NO　２

事業名

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

新規

障がい者虐待防止の周知・啓発
を目的に、障がい者虐待防止に
関する記事を広報あきる野に掲
載した。
障害福祉サービス等事業所に対
し、書面による虐待防止調査を
実施した。

Ａ Ｂ

事業実施に関する課題は特にな
し。障がい者虐待への対応は、
幅広い虐待防止に寄与するもの
であるが、障害者福祉の観点か
ら取り組むものであるため、男
女共同参画という視点に特化し
た成果を把握することは難しい
面がある。

障害福祉サービス等事業所への虐
待防止に関する調査を継続する。
一般市民への周知は、広報掲載や
障がい者虐待防止のパンフレット
の配置等を行う。

　　　配偶者等からの暴力などの根絶に向け、情報の周知や意識の啓発に取り組みます。

事　業　内　容 担当課：子ども家庭支援センター

ホームページやＤＶ周知・啓発カードなどを活用し、ＤＶ防止法やストーカー規制法に関する周知・啓発及び相談窓口等の周知を図
る。

令和３年度

事　業　内　容 担当課：企画政策課

ホームページやポスター等を活用し、ＤＶ防止法やストーカー規制法等の周知・啓発を図る。

令和３年度

事　業　内　容 担当課：障がい者支援課

広報紙やホームページ、市窓口等における広報に加え、関係機関との研修等を通して、障害者虐待防止法の周知を図る。

令和３年度

　男女が共に人権を尊重し、すべての人が安心して暮らせる社会を実現するため、あらゆる暴力の根絶を目指して取組を進めます。

　　配偶者等からの暴力は、犯罪となる行為を含む重大な人権侵害です。
　　特に、女性に対する暴力は、性別に関わる固定的な意識や男女が置かれている状況等に根ざした構造的な問題が存在する場合が多
　く、男女共同参画社会の形成を妨げる要因の一つとなっています。また、配偶者等からの暴力だけではなく、セクシャルハラスメン
　トやマタニティハラスメント、ストーカー行為、性暴力、児童虐待や高齢者虐待など、あらゆる暴力の防止に向け、様々な機会を捉
　えて取り組んでいく必要があります。

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（ＤＶ防止法）」や「ストーカー行為等の規制等に関する法律（ス
トーカー規制法）」等、法律の周知・啓発

令和４年度
実施予定内容

令和４年度
実施予定内容

障害者虐待防止法の周知・啓発

令和４年度
実施予定内容

　①事業実施に係る評価：A 十分実施できた、B おおむね実施できた、C あまり実施できなかった、D 未実施
　②男女共同参画の視点から評価：A 大きな効果があった、B 効果があった、C あまり効果がなかった、D まったく効果がなかった
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NO　３

事業名

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

新規

高齢者虐待の相談窓口を広報あ
きる野及び市ホームページによ
り周知した。令和3年度中に29件
の高齢者虐待通報に対応した。
また、高齢者虐待防止ネット
ワーク会議（書面開催）にて虐
待事例の情報共有を図った。

Ｂ Ｂ

虐待の防止及び早期発見には、
民生委員及び介護保険事業者も
重要な位置にあるため、周知を
図っていく必要がある。

継続して普及啓発に取り組む。

NO　４

事業名

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続

人権教育推進委員会は、新型コ
ロナ対策のため動画配信による
研修を実施した。若手教員研修
を中心に生命尊重や男女平等に
ついて特別の教科道徳で扱い、
教職員研修センターの先生や管
理職から指導・助言をした。

Ｂ Ｂ

新型コロナ対策のため動画配信
による研修を実施した。今後の
情勢を踏まえ、新型コロナ対策
を講じた上で実施していく。

新型コロナ対策を講じながら、
「人権の花運動」等を活用し、人
権教育推進委員会の実施を通し
て、教材の工夫や指導計画の作成
について指導・助言を行う。

事　業　内　容 担当課：高齢者支援課

市及び地域包括支援センターにおいて、高齢者虐待に関する相談窓口の普及啓発を図る。

令和３年度

事　業　内　容 担当課：指導室

生命尊重や男女平等についての理解を深めるための教材の工夫及び指導計画の作成について、指導と助言を行う。

令和３年度

高齢者虐待防止法の周知・啓発

令和４年度
実施予定内容

生命尊重の視点に立った指導の充実

令和４年度
実施予定内容

　①事業実施に係る評価：A 十分実施できた、B おおむね実施できた、C あまり実施できなかった、D 未実施
　②男女共同参画の視点から評価：A 大きな効果があった、B 効果があった、C あまり効果がなかった、D まったく効果がなかった
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　　施策２　配偶者等からの暴力などによる被害者の保護

NO　５

事業名

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続

定例相談（市役所及び五日市出
張所）及び特設相談（あきる野
ルピア）を実施した。また、人
権週間に啓発資料の配置など人
権尊重意識の高揚に努めた。

Ｂ Ｂ
人権尊重意識を広く浸透させる
ことに課題がある。

継続して実施する。

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続
相談件数　862件（延1,412件）

　※うち、ＤＶ相談　延81件
Ｂ Ｂ

相談者の話を聴き、問題解決に
向けて取り組んでいるが、相談
者の希望に沿った支援ができな
い場合もある。

継続して実施する。

NO　６

事業名

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続
必要に応じて、身の安全を確保
するための緊急一時保護を実施
した。

Ｂ Ｂ 特になし。 継続して実施する。

　　　被害者の迅速な安全確保と相談窓口の充実を図ります。

事　業　内　容 担当課：市民課

人権問題や家庭での悩みごとなど、人権相談の充実を図る。また、性的マイノリティ※に関する相談があった場合には、東京都などの
専門の相談機関につなげ、対応する。

令和３年度

事　業　内　容 担当課：子ども家庭支援センター

社会的、経済的に不安定な状況に置かれている母子及び父子家庭や女性に対し、相談員による自立に必要な援助や指導のための相談体
制の充実を図る。

令和３年度

事　業　内　容 担当課：子ども家庭支援センター

被害を受けた母子の身の安全を確保する緊急一時保護の充実を図る。また、被害者が落ち着いた生活を取り戻せるように、関係機関等
と連携を図り、自立に向けた様々な支援を行う。

令和３年度

人権、母子及び父子等の相談窓口の充実

令和４年度
実施予定内容

令和４年度
実施予定内容

※性的指向が同性に向く人もしくは両性に向く人や、生物学的な性と性自認が一致しない人などを表す言葉。セクシュアル・マイノリ
ティやLGBTとも。

母子等緊急一時保護の充実及び被害者の自立支援の推進

令和４年度
実施予定内容

　①事業実施に係る評価：A 十分実施できた、B おおむね実施できた、C あまり実施できなかった、D 未実施
　②男女共同参画の視点から評価：A 大きな効果があった、B 効果があった、C あまり効果がなかった、D まったく効果がなかった
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NO　７

事業名

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

新規

障がい者虐待の届出・通報受
理、受理後の障がい者の安全・
事実確認、障がい者及び養護者
の相談・指導及び助言、障がい
者虐待防止の普及啓発を市担当
課と連携し、実施した。

Ａ Ｂ

事業実施に関する課題は特にな
し。障がい者虐待への対応は、
幅広い虐待防止に寄与するもの
であるが、障害者福祉の観点か
ら取り組むものであるため、男
女共同参画という視点に特化し
た成果を把握することは難しい
面がある。

継続して、障害者虐待防止セン
ターを運営し、障がい者虐待の防
止や迅速な虐待対応ができる体制
を維持する。

NO　８

事業名

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続
新型コロナ対策のため、開催し
なかった。

Ｃ Ｃ

ＤＶ被害者支援マニュアルにつ
いて、実務担当者の運用上活か
されているか、関係する部署の
全ての職員に周知されている
か、把握する必要がある。

ＤＶ被害者への対応等に関する現
状を把握するため、連絡会を開催
する。
連絡会の参加の有無にかかわら
ず、全ての職員への周知を図り、
庁内におけるＤＶ被害者対応の連
携を強化する。
各課におけるＤＶ被害者支援マ
ニュアルの活用状況等を把握する
ため、子ども家庭支援センターと
連携し、ＤＶ被害者支援マニュア
ルの運用方法（研修の実施等）に
ついて検討を進める。

事　業　内　容 担当課：障がい者支援課

虐待を未然に防ぐとともに、発見時の迅速かつ適切な対応を図るため、２４時間対応を行う「障害者虐待防止センター」を運営するこ
とにより、障がい者虐待の防止及び養護者の支援を図る。

令和３年度

事　業　内　容 担当課：企画政策課

庁内の関係部署による連絡会を設置し、市内における配偶者等からの暴力などの情報の共有及び連携を図る。

令和３年度

障害者虐待防止センターの運営

令和４年度
実施予定内容

庁内の関係部署による連絡会の設置

令和４年度
実施予定内容

　①事業実施に係る評価：A 十分実施できた、B おおむね実施できた、C あまり実施できなかった、D 未実施
　②男女共同参画の視点から評価：A 大きな効果があった、B 効果があった、C あまり効果がなかった、D まったく効果がなかった
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　　施策３　ハラスメント防止のための啓発

NO　５

事業名

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続

定例相談（市役所及び五日市出
張所）及び特設相談（あきる野
ルピア）を実施した。また、人
権週間に啓発資料の配置など人
権尊重意識の高揚に努めた。

Ｂ Ｂ
人権尊重意識を広く浸透させる
ことに課題がある。

継続して実施する。

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続
相談件数　862件（延1,412件）

　※うち、ＤＶ相談　延81件
Ｂ Ｂ

相談者の話を聴き、問題解決に
向けて取り組んでいるが、相談
者の希望に沿った支援ができな
い場合もある。

継続して実施する。

NO　９

事業名

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続

東京都市町村職員研修所で実施
の新任係長及び新任課長を対象
としたハラスメント防止研修
に、17人を派遣した｡

係長　11人　
課長　 6人

Ｂ Ｂ
新型コロナ対策を講じながらの
独自研修の実施について、検討
する必要がある。

職員の派遣を実施するとともに、
独自研修の実施について検討す
る。

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続

国や東京都等が作成したチラシ
やリーフレットを公共施設へ設
置することやあきる野商工会に
対し窓口での配布を依頼するこ
とで、普及啓発を図った。

Ｂ Ｂ

チラシの配布等による実質的な
効果を測定することは困難だ
が、意識啓発を図るためには、
行政による継続的な促進策が必
須と言える。今後、より効果的
な啓発を行うためにも、セミ
ナーによる直接的な周知との連
動など、複合的な施策展開につ
いて検討する必要がある。

継続して実施する。

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続
国や都から講演会等のチラシが
提供された際には、企画政策課
窓口に設置掲示している。

Ｂ Ｂ

市民が企画政策課窓口におい
て、チラシ等を目に入れたり、
手に取る機会は少ない。このた
め、チラシ等の設置、掲示場所
について、工夫する必要があ
る。

設置場所等を工夫し、継続して実
施する。
適当な大きさのポスターや十分な
量のチラシが提供された際には、
１階にも設置・掲示してもらうよ
う心がける。
設置したチラシ等の配布先と部数
について、記録をとる。

事　業　内　容 担当課：市民課

人権問題や家庭での悩みごとなど、人権相談の充実を図る。また、性的マイノリティ※に関する相談があった場合には、東京都などの
専門の相談機関につなげ、対応する。

令和３年度

事　業　内　容 担当課：子ども家庭支援センター

社会的、経済的に不安定な状況に置かれている母子及び父子家庭や女性に対し、相談員による自立に必要な援助や指導のための相談体
制の充実を図る。

令和３年度

事　業　内　容 担当課：職員課

セクシャルハラスメント及びマタニティハラスメント防止のため、職員に対し、研修等の充実を図る。

令和３年度

事　業　内　容 担当課：商工振興課

セクシャルハラスメント及びマタニティハラスメント防止に向け、市内事業所に対して意識啓発を図る。

令和３年度

事　業　内　容 担当課：企画政策課

セクシャルハラスメント、マタニティハラスメントの防止及び性犯罪の撲滅に向け、ホームページやパンフレット等を活用し、意識啓
発を図る。

令和３年度

　　　ハラスメントの防止に向け、様々な機会を通じて情報提供や意識の啓発に取り組むとともに、問題の早期発見・早期解決のた
　　め、相談体制の充実を図ります。

（再掲）人権、母子及び父子等の相談窓口の充実

令和４年度
実施予定内容

令和４年度
実施予定内容

男女共同参画の視点からのハラスメント防止のための啓発

令和４年度
実施予定内容

令和４年度
実施予定内容

令和４年度
実施予定内容

　①事業実施に係る評価：A 十分実施できた、B おおむね実施できた、C あまり実施できなかった、D 未実施
　②男女共同参画の視点から評価：A 大きな効果があった、B 効果があった、C あまり効果がなかった、D まったく効果がなかった
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NO　１０

事業名

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続

　青少年健全育成地区委員会を
中心に、非行防止のパトロール
や児童の登下校の見守りを行う
とともに、青少年顕彰ふるさと
委員会から6名が東京都青少年健
全育成協力員として活動し、市
内の図書販売店舗において不健
全図書類の陳列状況等について
立入調査を行い、青少年の健全
育成を図った。

Ｂ Ｂ
不健全図書の店舗立入調査員の
確保が課題となっている。

継続して実施する。

事　業　内　容 担当課：生涯学習推進課

非行防止のパトロールや不健全図書類に関しての店舗立ち入り調査など、青少年の健全育成活動を通じ、ハラスメントの防止に努め
る。

令和３年度

青少年健全育成活動の充実

令和４年度
実施予定内容

　①事業実施に係る評価：A 十分実施できた、B おおむね実施できた、C あまり実施できなかった、D 未実施
　②男女共同参画の視点から評価：A 大きな効果があった、B 効果があった、C あまり効果がなかった、D まったく効果がなかった
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　課題２　男女共同参画に係る意識啓発及び教育の推進

　　施策１　男女共同参画に係る意識啓発の推進

NO　１１

事業名

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続

男女共同参画について、ホーム
ページに掲載し、男女共同参画
意識の啓発を図った。
広報あきる野6月15日号に男女共
同参画週間についての記事を掲
載した。

Ｂ Ｂ

隔年で実施する市民アンケート
調査の結果をみると、男女共同
参画そのものについての認知は
進んでいるが、実生活において
は男女平等ではないと感じる市
民が多い。より一層の周知・啓
発に取り組む必要がある。

継続して広報あきる野や市ホーム
ページを用いて男女共同参画につ
いて周知・啓発を図るほか、国や
都のセミナー等についても積極的
に参加してもらえるよう周知に努
める。
また、都の情報発信サイト等を活
用し、情報発信力を高める。

NO　１２

事業名

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続

中央公民館主催事業　市民大学
「男性の料理教室」

退職後の男性の食の自立と家事
分担ができるようになることを
目指して実施する予定であった
が、新型コロナ対策のため中止
とした。

Ｄ Ⅾ

料理に関する技術を学習するだ
けでなく、退職後の男性の食の
自立や家事分担などの男女平等
の意識醸成のため、さらに働き
かけていく必要がある。

中央公民館主催事業 市民大学「男
性の料理教室」

退職後の男性の食の自立と家事分
担ができるようになることを目指
して、実施する予定である。

NO　１３

事業名

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続

第23回女と男のライフフォーラ
ムinあきる野
テーマ「きっと毎日が楽しくな
る！～心地いい家族のカタチ
～」
実施予定日　3月26日
講　師　山田亮（家事ジャーナ
リスト、スーパー主夫）
実行委員　8人（7回開催）
※新型コロナ対策のため中止

Ｄ Ⅾ

男女共同参画社会の実現に向
け、その必要性について、より
多くの市民に意識醸成・意識啓
発を進めていく必要がある。

第23回女と男のライフォーラムin
あきる野を実施する予定である。
企画・運営については、実行委員
会により男女共同参画プランを基
に実施していく。

　　男女が互いにその人権を尊重し、責任を分かち合い、性別に関わりなくその個性と能力を発揮できる男女共同参画社会の実現を図
　るためには、子どものときから男女平等及び人権尊重の意識を高めていくことが重要です。また、家庭や地域において、男性重視の
　慣行を改め、男性も女性も社会の対等な構成員として、自らの意志によって社会のあらゆる分野における活動に参画するには、それ
　を可能とする教育、学習機会が必要です。性別・年代に関わりなく男女平等意識を醸成するため、学習機会の提供に努めるなど、男
　女共同参画に係る意識啓発及び教育活動をより推進していく必要があります。

　　　性別による固定的な役割分担意識を解消し、男女共同参画を進めるため、家庭、地域等、様々な場を活用し、意識啓発に取り組
    みます。

事　業　内　容 担当課：企画政策課

男女共同参画推進に向けた国や東京都、市の政策や取組等の情報提供を行い、男女共同参画意識の啓発を図る。

令和３年度

事　業　内　容 担当課：生涯学習推進課

男女平等の視点に立った公民館における各種講座等の充実を図る。

令和３年度

事　業　内　容 担当課：生涯学習推進課

公募による実行委員会を組織し、互いに理解を深め合いながら交流する中で、市民参画による男女共同参画意識啓発のためのフォーラ
ムを実施する。

令和３年度

男女共同参画に関する啓発活動の推進

令和４年度
実施予定内容

男女平等の視点に立った各種講座等の充実

令和４年度
実施予定内容

女と男のライフフォーラムの実施

令和４年度
実施予定内容

　①事業実施に係る評価：A 十分実施できた、B おおむね実施できた、C あまり実施できなかった、D 未実施
　②男女共同参画の視点から評価：A 大きな効果があった、B 効果があった、C あまり効果がなかった、D まったく効果がなかった
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NO　１４

事業名

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続

「人権の花運動」や「人権作文
コンテスト」等の体験活動を通
して、学習指導要領「特別活動
編」にキャリア教育が含まれて
いる。特別活動を中心に教育課
程に位置づけ系統的に能力の向
上を図っていく。

Ｂ Ｂ

各教科や特別の教科道徳、特別
活動等を通して人権教育の充実
をさらに図るため、人権教育推
進委員会を新型コロナ対策を講
じて、実施していく。

各学校の人権教育全体計画と年間
指導計画に基づき、各教科等での
確実な実施と、人権教育の充実を
図る。

NO　１５

事業名

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続

人権教育推進委員会では、各学
校から代表に年間2回、動画配信
による研修を受講して、各学校
で還元をした。

Ｂ Ｂ

動画配信による研修だけでな
く、実際の学校の実態に応じた
指導を学校訪問時等で実施して
いく必要がある。

人権教育担当指導主事連絡会で
は、集合研修等と通して、「人権
プログラム」（学校教育編）やい
じめ総合対策【第2次・一部改定】
等の理解を深め、学校に還元して
いく。

NO　１６

事業名

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続

道徳授業地区公開講座は、新型
コロナ対策のため、書面開催す
るなどして、工夫して取り組
み、家庭や地域に対し、各学校
で重点としている道徳的価値を
啓発した。

Ｂ Ｂ

新型コロナ対策のため、家庭及
び地域との連携を十分に図れな
かった。今後は感染対策を講じ
て連携の充実を図る。

感染状況に応じて、新型コロナ対
策等を講じながら、学校・家庭、
地域とがを工夫して連携する機会
を設け、道徳教育の充実を図る。

NO　１７

事業名

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続

特別の教科道徳等を通して、性
同一性障害や性的マイノリティ
の理解教育を進めてきた。東京
都から年間3回、人権教育資料セ
ンター通信を各学校に配布、情
報提供し、教職員における理解
の促進を図った。

Ｂ Ｂ

性同一性障害や性的マイノリ
ティの理解が進む一方で、人権
侵害等、喫緊の課題や地域の実
態に応じた課題もあるので、多
面的に人権課題について理解の
促進を図りたい。

生活指導主任等や指導室訪問等で
「人権教育プログラム（学校教育
編）」等を活用し、教職員におけ
る理解の促進を図る。

　　施策２　男女平等教育の推進

　　　男女共同参画社会を実現するため、学校教育等において様々な機会を捉え、継続的な男女平等に関する意識啓発と教育に取り組
    みます。

事　業　内　容 担当課：指導室

各学校において人権教育全体計画と年間指導計画を作成し、各教科や特別の教科である道徳、特別活動等を通して人権教育の充実を図
る。

令和３年度

事　業　内　容 担当課：指導室

人権教育推進委員会において、研修や情報交換等を通して、指導の充実を図る。

令和３年度

事　業　内　容 担当課：指導室

学校、家庭、地域が連携し、児童・生徒の豊かな心を育むことを目的に実施する道徳教育の充実を図る。

令和３年度

事　業　内　容 担当課：指導室

性同一性障害や性的マイノリティに係る支援に関し、人権プログラム（学校教育編）など、国や東京都からの情報を各学校に提供し、
教職員における理解の促進を図る。

令和３年度

学校における人権教育の推進

令和４年度
実施予定内容

人権教育推進のための指導の充実

令和４年度
実施予定内容

道徳教育の充実

令和４年度
実施予定内容

人権課題である性同一性障害等に関する理解の促進

令和４年度
実施予定内容

　①事業実施に係る評価：A 十分実施できた、B おおむね実施できた、C あまり実施できなかった、D 未実施
　②男女共同参画の視点から評価：A 大きな効果があった、B 効果があった、C あまり効果がなかった、D まったく効果がなかった
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　課題３　生涯を通じた健康支援

　　施策１　性差に応じた健康支援

NO　１８

事業名

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続

健康手帳の交付： 2,003冊
新型コロナ対策のため、対面に
よる健康教育は見合わせた。
チラシやホームページ、メール
配信にて、脳卒中予防や熱中
症、望ましい食生活等について
情報提供し、意識啓発を図っ
た。

Ａ Ｂ
若い世代や無関心層への健康の
意識づけが課題である。

継続して実施する。
対面での健康教育は、新型コロナ
ウイルス感染症感染拡大防止対策
を講じながら実施する。

NO　１９

事業名

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続

胃がん・肺がん・大腸がん・乳
がん・子宮がん・前立腺がん検
診を市内在住者を対象に実施し
た。

Ａ Ｂ

他市と比べ、受診率が高い水準
で維持しているものの、東京都
の目指す受診率50％に届いてい
ない。

継続して実施する。新型コロナ対
策の観点から、制限が掛かること
もある中、受診者が受診しやすい
環境の整備に努める。

NO　２０

事業名

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続

市役所及び五日市ファインプラ
ザで定期的に相談を実施した。
また、電話、窓口等においても
相談を受け付けた。新型コロナ
対策のため、健康のつどいは中
止とした。
　実施回数　196回
　相談者数　237人

Ａ Ａ
誰もが気軽に相談できる体制、
健康への意識づけの構築・工夫
が必要である。

新型コロナ対策を講じながら、継
続して実施する。

　　男女が、互いにその身体的性差を理解し合い、相手に対する思いやりを持って生涯にわたり健康的な生活を送ることは、男女共同
　参画社会を形成する上での基本となります。特に、女性は妊娠出産や女性特有の更年期疾患を経験する可能性があるなど、生涯を通
　じて男女が異なる健康上の問題に直面することに留意する必要があり、リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康
　と権利）の視点が特に重要です。
　　このことから、各自のライフステージにおいて、心身の健康状態に応じて、適切に自己管理を行うことができるようにするため、
　健康教育の充実や相談体制の整備など、支援策の構築に取り組みます。

　　  男女が生涯にわたり健康な生活が送れるよう、性差に応じた健康支援を行います。

事　業　内　容 担当課：健康課

健康手帳の交付、訪問指導、健康教育の実施など、健康に関する情報提供や意識啓発を図る。

令和３年度

事　業　内　容 担当課：健康課

がん検診を充実し、がんの早期発見・早期治療を図る。

令和３年度

事　業　内　容 担当課：健康課

保健相談や栄養相談等、心身の健康に関する健康相談の充実を図る。

令和３年度

健康に関する情報提供及び意識啓発の推進

令和４年度
実施予定内容

がん検診の充実

令和４年度
実施予定内容

健康相談の充実

令和４年度
実施予定内容

　①事業実施に係る評価：A 十分実施できた、B おおむね実施できた、C あまり実施できなかった、D 未実施
　②男女共同参画の視点から評価：A 大きな効果があった、B 効果があった、C あまり効果がなかった、D まったく効果がなかった
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NO　２１

事業名

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続

夫婦が協力して出産、子育てを
する知識を得るため、体験を通
して親になる心の準備ができる
よう、また、子育て支援となる
資源を知り、仲間・地域とのつ
ながりの必要性を理解してもら
うために母親学級（両親学級）
を実施した。（令和3年度も引き
続き新型コロナ対策のため、4、
5月の2学級を中止、7月からプロ
グラムの縮小や入れ替え制など
によって実施した。）

Ｂ Ｂ

父親の育児参加は増加している
一方、父親の育児の理解度、意
識が低い場合がある。出産前か
ら父親の育児参加の意識づけを
図ることが必要である。

新型コロナ対策を講じながら、継
続して実施する。
母親学級（両親学級）に夫婦で参
加できるよう、引き続き、周知を
図っていく。

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続

国際女性デー（3月8日）に合わ
せ、市ホームページに国際女性
デーに係るページとリプロダク
ティブ・ヘルス／ライツに係る
ページを作成、相互リンクを貼
り、公開した。
リプロダクティブ・ヘルス／ラ
イツに係るページについては、
通年掲載とする。
広報あきる野への掲載は行わな
かった。
【市ホームページ閲覧数（PC閲
覧のみ）】
リプロダクティブ・ヘルス/ラ　
イツ「性と生殖に関する健康と
権利」について考えてみません
か？　586件
3月8日は「国際女性デー」です　
62件

Ｂ Ｂ

市ホームページによる啓発効果
を把握することは難しい。市
ホームページ以外の媒体による
啓発についても検討する必要が
ある。

継続して実施する。
市ホームページへの掲載のほか、
広報あきる野への掲載についても
検討する。

NO　２２

事業名

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続

3日制の平日コースと、半日制の
土曜コースを実施した。
1　平日コース（3日制）
　 5学級　受講者数 84人
2　土曜コース　
　 4学級　受講者数 71人
（令和3年度も引き続き新型コロ
ナ対策のため、4、5月の2学級を
中止、7月からプログラムの縮小
や入れ替え制などによって実施
した。）

Ｂ Ｂ
仕事等で参加できない父親に対
しての対応について、参加しや
すい場の提供が必要である。

新型コロナ対策を講じながら、継
続して実施する。

　　施策２　母性保護と母子保健の充実

　　　リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康と権利）について、男女が互いに理解するとともに、母性保護に
　　向けた環境づくりと啓発活動の推進及び妊産婦に対する保健指導や健康診査の実施等、母子保健事業の充実を図ります。

事　業　内　容 担当課：健康課

妊娠や出産について女性の自己決定権が十分尊重されるように、リプロダクティブ・ヘルス／ライツについて、正しい知識や情報を提
供し、男女の意識啓発を図る。

令和３年度

事　業　内　容 担当課：企画政策課

妊娠や出産について女性の自己決定権が十分尊重されるように、リプロダクティブ・ヘルス／ライツについて、正しい知識や情報を提
供し、男女の意識啓発を図る。

令和３年度

事　業　内　容 担当課：健康課

両親学級を開催し、家族に対しても妊婦や乳児の健康管理と正しい知識の普及に努める。

令和３年度

リプロダクティブ・ヘルス／ライツに関する意識の啓発

令和４年度
実施予定内容

令和４年度
実施予定内容

両親学級の充実

令和４年度
実施予定内容

　①事業実施に係る評価：A 十分実施できた、B おおむね実施できた、C あまり実施できなかった、D 未実施
　②男女共同参画の視点から評価：A 大きな効果があった、B 効果があった、C あまり効果がなかった、D まったく効果がなかった
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NO　２３

事業名

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続

妊婦の健康管理の充実及び経済
的負担の軽減を図り、安心して
妊娠・出産ができる体制を確保
するために、妊婦面接、妊婦訪
問、妊婦健康診査（助成券の配
布）を実施した。
また、出産後、新生児訪問、こ
んにちは赤ちゃん訪問を実施し
た。

Ａ Ｂ

長期の里帰り出産を行っている
市民や若年妊婦の出産や経済的
に困窮する家庭の支援に課題が
ある。

新型コロナ対策を講じながら、継
続して実施する。

NO　２４

事業名

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続

妊娠を希望又は予定する女性と
その同居者、妊婦の同居者に抗
体検査を実施し、低抗体者には
風しんの予防接種を実施した。

Ａ Ａ
対象者となる人が事業を活用で
きるように、周知を行う必要が
ある。

継続して実施する。
広報あきる野や市ホームページな
どで周知を図っていく。

NO　２５

事業名

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続

乳幼児を持つ保護者を対象に、
個別に育児相談を実施した。
（令和3年度も引き続き新型コロ
ナ対策のため、人数や相談時間
を縮小して実施した。）
実施回数　36回
（相談者数 延べ 394人）

Ａ Ｂ

子育て支援が多方面から充実化
されてきているが、利用者の増
加を図るために利用しやすい場
を提供する必要がある。

新型コロナ対策を講じながら、継
続して実施する。

NO　２６

事業名

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続

妊娠された方に妊娠・出産の経
過、子どもの発育状況、健康診
査、予防接種等を記録する母子
健康手帳や手引書、妊婦健康診
査受診票、出生通知票などが
入った「母と子の保健バッグ」
を保健師等が面接し交付した。
妊娠届受理件数　404件

Ａ Ａ

妊婦面談は、あきる野ルピアと
本庁舎のみで行っているため、
五日市出張所、増戸連絡所に妊
娠届を提出された方について
は、母子健康手帳交付時ではな
く後日の実施となっている。

新型コロナ対策を講じながら、継
続して実施する

事　業　内　容 担当課：健康課

妊娠経過の確認と妊娠の身体異常の早期発見や健康保持・増進の充実を図る。また、出産後に新生児訪問を実施し、育児に関する悩み
や産後の体調などの相談支援を行う。

令和３年度

事　業　内　容 担当課：健康課

妊娠前の女性を対象に、風しんによる妊娠中の発病予防や胎児への影響を予防するため、抗体検査を実施し、低抗体者に対して、風疹
の予防接種を行う。

令和３年度

事　業　内　容 担当課：健康課

乳幼児期における子育てに関する相談の充実を図る。

令和３年度

事　業　内　容 担当課：健康課

妊産婦の健康管理を総合的、定期的に行うことにより、女性自ら母性に対する認識を深めてもらうため、母子健康手帳の交付を行う。
また、母子共に保健指導が受けやすく、子育ての不安や悩みについて身近に気軽に相談できる体制づくりを進めるため、母子健康手帳
の交付時に保健師等との面談を実施する。

令和３年度

妊娠・出産に関する健康支援

令和４年度
実施予定内容

先天性風しん症候群対策風しん予防接種の実施

令和４年度
実施予定内容

育児相談の充実

令和４年度
実施予定内容

母子健康手帳の交付と面談の実施

令和４年度
実施予定内容

　①事業実施に係る評価：A 十分実施できた、B おおむね実施できた、C あまり実施できなかった、D 未実施
　②男女共同参画の視点から評価：A 大きな効果があった、B 効果があった、C あまり効果がなかった、D まったく効果がなかった
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基本目標Ⅱ　働きやすい職場づくり

　課題１　職場における女性の活躍推進に関する施策の推進

　　施策１　男女の雇用機会と待遇の均等確保

NO　９

事業名

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続

東京都市町村職員研修所で実施
の新任係長及び新任課長対象と
したハラスメント防止研修に、
17人を派遣した｡

係長　11人　
課長　 6人

Ｂ Ｂ
新型コロナ対策を講じながらの
独自研修の実施について、検討
する必要がある。

職員の派遣を実施するとともに、
独自研修の実施について検討す
る。

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続

国や東京都等が作成したチラシ
やリーフレットを公共施設へ設
置することやあきる野商工会に
対し窓口での配布を依頼するこ
とで、普及啓発を図った。

Ｂ Ｂ

チラシの配布等による実質的な
効果を測定することは困難だ
が、意識啓発を図るためには、
行政による継続的な促進策が必
須と言える。今後、より効果的
な啓発を行うためにも、セミ
ナーによる直接的な周知との連
動など、複合的な施策展開につ
いて検討する必要がある。

継続して実施する。

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続
国や都から講演会等のチラシが
提供された際には、企画政策課
窓口に設置掲示している。

Ｂ Ｂ

市民が企画政策課窓口におい
て、チラシ等を目に入れたり、
手に取る機会は少ない。このた
め、チラシ等の設置、掲示場所
について、工夫する必要があ
る。

設置場所等を工夫し、継続して実
施する。
適当な大きさのポスターや十分な
量のチラシが提供された際には、
１階にも設置・掲示してもらうよ
う心がける。
設置したチラシ等の配布先と部数
について、記録をとる。

　　　男女が職場においてその個性や能力を十分に発揮できるよう、雇用環境の改善に取り組みます。

事　業　内　容 担当課：職員課

セクシャルハラスメント及びマタニティハラスメント防止のため、職員に対し、研修等の充実を図る。

令和３年度

事　業　内　容 担当課：商工振興課

セクシャルハラスメント及びマタニティハラスメント防止に向け、市内事業所に対して意識啓発を図る。

令和３年度

事　業　内　容 担当課：企画政策課

セクシャルハラスメント、マタニティハラスメントの防止及び性犯罪の撲滅に向け、ホームページやパンフレット等を活用し、意識啓
発を図る。

令和３年度

　女性活躍推進法の趣旨に則り、働く場面で活躍したいという希望を持つすべての女性がその個性と能力を十分に発揮できる社会の実
現を目指します。
  また、女性も男性も持てる能力を十分に発揮できる機会や待遇が確保されるようワーク・ライフ・バランスの取組を進めます。

　　雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の改正などにより、男女が性別により差別されることなく、
　その個性と能力を十分に発揮できる雇用環境へと改善が進められています。しかしながら依然として、従来の固定的な性別役割分担
  意識により、希望する働き方の選択肢は限られています。
　　働く場面で活躍したいという希望を持つすべての女性が能力等を発揮できるよう、様々な支援に取り組みます。

（再掲）男女共同参画の視点からのハラスメント防止のための啓発

令和４年度
実施予定内容

令和４年度
実施予定内容

令和４年度
実施予定内容

　①事業実施に係る評価：A 十分実施できた、B おおむね実施できた、C あまり実施できなかった、D 未実施
　②男女共同参画の視点から評価：A 大きな効果があった、B 効果があった、C あまり効果がなかった、D まったく効果がなかった
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NO　２７

事業名

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続

対象職員及び所属長に対し、適
宜、説明を行い、「あきる野市
特定事業主行動計画」で定める
育児休業の取得率数値目標の達
成に努めた。
令和3年度実績
 女性職員：100％（目標値：
100％）
 男性職員： 40％（目標値： 
50％）

Ｂ Ｂ

制度を利用したい職員が安心し
て休暇を取得できるよう、職場
の中で業務分担を見直すなど、
引き続き環境づくりを進めてい
く必要がある。

継続して実施する。

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続

国や東京都等が作成したチラシ
やリーフレットを公共施設へ設
置することやあきる野商工会に
対し窓口での配布を依頼するこ
とで、普及啓発を図った。

Ｂ Ｂ

チラシの配布等による実質的な
効果を測定することは困難だ
が、意識啓発を図るためには、
行政による継続的な促進策が必
須と言える。今後、より効果的
な啓発を行うためにも、セミ
ナーによる直接的な周知との連
動など、複合的な施策展開につ
いて検討する必要がある。

継続して実施する。

NO　２８

事業名

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続

国や東京都等が作成したチラシ
やリーフレットを公共施設へ設
置することやあきる野商工会に
対し窓口での配布を依頼するこ
とで、普及啓発を図った。

Ｂ Ｂ

チラシの配布等による実質的な
効果を測定することは困難だ
が、意識啓発を図るためには、
行政による継続的な促進策が必
須と言える。今後、より効果的
な啓発を行うためにも、セミ
ナーによる直接的な周知との連
動など、複合的な施策展開につ
いて検討する必要がある。

継続して実施する。

事　業　内　容 担当課：職員課

職員に対し、育児・介護休業制度の普及と啓発に努める。

令和３年度

事　業　内　容 担当課：商工振興課

市内事業所に向け、育児・介護休業制度の普及と啓発に努める。

令和３年度

事　業　内　容 担当課：商工振興課

パートタイム労働等の労働条件向上のため、情報収集や提供に努める。

令和３年度

育児・介護休業制度の普及・啓発

令和４年度
実施予定内容

令和４年度
実施予定内容

パートタイム労働等に関する情報の収集・提供

令和４年度
実施予定内容

　①事業実施に係る評価：A 十分実施できた、B おおむね実施できた、C あまり実施できなかった、D 未実施
　②男女共同参画の視点から評価：A 大きな効果があった、B 効果があった、C あまり効果がなかった、D まったく効果がなかった
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NO　２９

事業名

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続

市民相談の一環として、労働に
関する相談を実施するととも
に、東京都労働相談情報セン
ターなどの相談窓口を紹介し
た。

Ｂ Ｂ
労働相談に関する情報の周知に
課題がある。

継続して実施する。

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続

国や東京都等が作成したチラシ
やリーフレットを公共施設へ設
置することやあきる野商工会に
対し窓口での配布を依頼するこ
とで、普及啓発を図った。

Ｂ Ｂ

チラシの配布等による実質的な
効果を測定することは困難だ
が、意識啓発を図るためには、
行政による継続的な促進策が必
須と言える。今後、より効果的
な啓発を行うためにも、セミ
ナーによる直接的な周知との連
動など、複合的な施策展開につ
いて検討する必要がある。

継続して実施する。

NO　３０

事業名

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続

国や東京都等が作成したチラシ
やリーフレットを公共施設へ設
置することやあきる野商工会に
対し窓口での配布を依頼するこ
とで、普及啓発を図った。

Ｂ Ｂ

チラシの配布等による実質的な
効果を測定することは困難だ
が、意識啓発を図るためには、
行政による継続的な促進策が必
須と言える。今後、より効果的
な啓発を行うためにも、セミ
ナーによる直接的な周知との連
動など、複合的な施策展開につ
いて検討する必要がある。

継続して実施する。

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続

新型コロナの感染拡大に伴い、
各種セミナーやフォーラムが中
止になったが、各種パンフレッ
トの配布など情報提供を行っ
た。

Ｂ Ｂ

コロナ渦にあって、女性からの
就農に関する問合せが増加して
いる中、いかに就農に結びつけ
るかを関係機関と検討する必要
がある。

関係機関と連携しながら継続して
実施する。

事　業　内　容 担当課：市民課

市民相談の一環として、労働に関する法や制度等の相談を実施する。

令和３年度

事　業　内　容 担当課：商工振興課

労働相談の充実と周知に努める。

令和３年度

事　業　内　容 担当課：商工振興課

商工業等の自営業における女性の労働条件等の改善を図るため、情報提供に努める。

令和３年度

事　業　内　容 担当課：農林課

農業における女性の労働条件等の改善を図るため、情報提供に努める。

令和３年度

労働相談の充実と周知

令和４年度
実施予定内容

令和４年度
実施予定内容

啓発活動の推進

令和４年度
実施予定内容

令和４年度
実施予定内容

　①事業実施に係る評価：A 十分実施できた、B おおむね実施できた、C あまり実施できなかった、D 未実施
　②男女共同参画の視点から評価：A 大きな効果があった、B 効果があった、C あまり効果がなかった、D まったく効果がなかった
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NO　３１

事業名

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続

学習指導要領「特別活動編」に
キャリア教育が含まれている。
特別活動や総合的な学習を中心
に教育課程に位置づけ系統的に
能力の向上を図っていく。ま
た、動画クリップを作成・教材
化し、授業で活用した。

Ｂ Ｂ

小学校、中学校において系統的
な学習を実施することが大切で
あるため、小学校、中学校、そ
の先の進路も含めた内容に取り
組んでいく。

「小学校キャリア教育の手引き
（改訂版）」や「中学校キャリア
教育の手引き」を活用し、研修を
実施し、職業観や勤労観を育む学
習を実施する。

NO　３２

事業名

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続

男女別の育児休業取得率、男性
職員の出産支援休暇及び育児参
加休暇の取得率など8項目を公表
した。

Ｂ Ｂ

女性の育児休業の取得率は100％
だが、男性の育児休業等につい
ては、当該男性の家庭等の個別
の事情により取得状況が異なる
ため、取得率の向上を図ること
が課題である。
 男性職員の取得率：40％
  うち1か月以上取得率：30％

職員からの妊娠の申出があった際
に諸制度の説明を行い、男性職員
に対する声かけを密に行い、出産
支援休暇等の取得率を上げる。ま
た、女性職員の管理・監督職への
登用を進める。

事　業　内　容 担当課：指導室

学校教育において、自己の生き方を考える指導を推進し、個に応じた望ましい進路選択ができる能力の向上を図る。

令和３年度

事　業　内　容 担当課：職員課

特定事業主行動計画を推進するとともに、公表を行う。

令和３年度

個にとって望ましい勤労観・職業観を育む教育の充実

令和４年度
実施予定内容

あきる野市における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画等の推進

令和４年度
実施予定内容

　①事業実施に係る評価：A 十分実施できた、B おおむね実施できた、C あまり実施できなかった、D 未実施
　②男女共同参画の視点から評価：A 大きな効果があった、B 効果があった、C あまり効果がなかった、D まったく効果がなかった
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　　施策２　女性の能力発揮と職業能力開発の支援

NO　３３

事業名

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続

国、東京都等が作成したチラシ
やリーフレットを公共施設に設
置することやあきる野商工会に
対し窓口での配布を依頼するこ
とで、普及啓発を図った。
また、あきる野創業・就労・事
業承継支援ステーションBi＠Sta
にハローワークの求人情報端末
を設置し、就労情報コーナーを
設けて情報提供を図った。

Ｂ Ｂ

チラシの配布等による実質的な
効果を測定することは困難だ
が、意識啓発を図るためには、
行政による継続的な促進策が必
須と言える。今後、より効果的
な啓発を行うためにも、セミ
ナーによる直接的な周知との連
動など、複合的な施策展開につ
いて検討する必要がある。
また、Bi＠Staにおいて就労情報
が取得できることを広くＰＲし
ていく必要がある。

継続して実施する。
また、Bi＠Staとハローワーク等が
共催で就労セミナーを実施する機
会を設けることにより、就労機能
の周知に努めていく。

NO　３４

事業名

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続

国、東京都等が作成したチラシ
やリーフレットを公共施設に設
置することやあきる野商工会に
対し窓口での配布を依頼するこ
とで、普及啓発を図った。
また、Bi＠Staの創業支援事業の
一環として、必要に応じて情報
提供を行った。
　女性創業者：9人

Ｂ Ｂ

チラシの配布等による実質的な
効果を測定することは困難だ
が、意識啓発を図るためには、
行政による継続的な促進策が必
須と言える。今後、より効果的
な啓発を行うためにも、セミ
ナーによる直接的な周知との連
動など、複合的な施策展開につ
いて検討する必要がある。
また、Bi＠Staの知名度向上が課
題である。

継続して実施する。
また、Bi＠Staにおいて創業セミ
ナー等を実施することにより、周
知・ＰＲを図る。

NO　３５

事業名

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続

Bi＠Staの創業支援事業の一環と
して、必要に応じて情報提供を
行ったほか、商店街リノベー
ション支援事業の一環として、
空き物件調査及び空き物件ツ
アーを実施し、当該エリアでの
創業支援を行った。

Ｂ Ｂ

使われていない物件は多数存在
するが、オーナーとの調整等が
難しく、貸し出し可能な物件が
少ない。

継続してBi＠Staと連携しながら実
施する。

　　　就職や再就職、起業等について、能力開発の支援や情報提供に取り組みます。

事　業　内　容 担当課：商工振興課

就労の際に役立つ情報の収集や提供に努める。

令和３年度

事　業　内　容 担当課：商工振興課

女性の起業活動への支援を検討する。

令和３年度

事　業　内　容 担当課：商工振興課

起業を目指す女性を支援するため、空き店舗等の情報提供を行い、活用促進を図るとともに、起業家を支援する。

令和３年度

就労の際に役立つ技能や技術の習得のための情報収集・提供

令和４年度
実施予定内容

起業に関する支援

令和４年度
実施予定内容

空き店舗活用の支援

令和４年度
実施予定内容

　①事業実施に係る評価：A 十分実施できた、B おおむね実施できた、C あまり実施できなかった、D 未実施
　②男女共同参画の視点から評価：A 大きな効果があった、B 効果があった、C あまり効果がなかった、D まったく効果がなかった
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NO　３６

事業名

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続
自立支援教育訓練給付金　　0件
高等職業訓練促進給付金　 12件
高等職業訓練修了支援金　　5件

Ｂ Ｂ 特になし。 継続して実施する。

NO　３７

事業名

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続 利用件数　2件（延べ44日） Ｂ Ｂ

利用件数を増加させるため、従
前より継続的に周知をしてい
る。親のみならず子どもに対す
る各種の支援時においても、当
該支援が必要な世帯には声かけ
をしている。しかしながら、当
該事業を委託できる事業者が少
ない。

継続して実施する。

事　業　内　容 担当課：子ども家庭支援センター

母子家庭等の母親等の就業に際して、職業スキルの向上等、主体的な能力開発を支援する。

令和３年度

事　業　内　容 担当課：子ども家庭支援センター

ひとり親が職業能力開発センターに通学するなど、自立を促進するために必要な事由等により、一時的に支援が必要な家庭にホームヘ
ルパーを派遣する事業の充実を図る。

令和３年度

母子家庭等への自立支援給付費の支給

令和４年度
実施予定内容

ひとり親家庭ホームヘルプサービスの充実

令和４年度
実施予定内容

　①事業実施に係る評価：A 十分実施できた、B おおむね実施できた、C あまり実施できなかった、D 未実施
　②男女共同参画の視点から評価：A 大きな効果があった、B 効果があった、C あまり効果がなかった、D まったく効果がなかった
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　課題２　ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進

　　施策１　ワーク・ライフ・バランスに対する意識の啓発

NO　３８

事業名

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続

国、東京都等が作成したチラシ
やリーフレットを公共施設に設
置することやあきる野商工会に
対し窓口での配布を依頼するこ
とで普及啓発を図った。
また、あきる野商工会を通じ、
市内認定事業者の取組について
広く周知を行った。

Ｂ Ｂ

チラシの配布等による実質的な
効果を測定することは困難だ
が、意識啓発を図るためには、
行政による継続的な促進策が必
須と言える。今後、より効果的
な啓発を行うためにも、セミ
ナーによる直接的な周知との連
動など、複合的な施策展開につ
いて検討する必要がある。

継続して実施する。

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続
ノー残業デーの周知及び週休日
の振替（休日の代休を含む。）
の取組を促進した。

Ｂ Ｂ
新型コロナ対応に当たる特定部
署（職員）の負担が大きくなる
傾向が見られた。

勤怠管理等に係る適切な助言等を
行うため、職員の流動対応や会計
年度任用職員の任用に加え、テレ
ワークや時差出勤等の勤務形態等
について提案するなど、継続して
実施する。

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続

国や都から提供のあったセミ
ナー等のチラシを企画政策課カ
ウンターに設置したほか、商工
振興課に提供した。

Ｂ Ｂ

市民が企画政策課窓口におい
て、チラシ等を目に入れたり、
手に取る機会は少ない。このた
め、チラシ等の設置、掲示場所
や情報発信の方法について、工
夫する必要がある。

設置場所等を工夫し、継続して実
施する。
適当な大きさのポスターや十分な
量のチラシが提供された際には、1
階に設置・掲示してもらうよう心
がける。
設置したチラシ等の配布先と部数
について、記録をとる。
また、都のライフ・ワーク・バラ
ンスに関する情報発信サイトや
facebookを活用し、情報発信力を
高める。

　　　ワーク･ライフ･バランスを推進するため、意識啓発に取り組みます。

事　業　内　容 担当課：商工振興課

市内事業所に対し、ワーク・ライフ・バランスに対する意識啓発を図る。

令和３年度

事　業　内　容 担当課：職員課

職員に対し、ワーク・ライフ・バランスに対する意識啓発を図る。

令和３年度

事　業　内　容 担当課：企画政策課

国や東京都と連携し、ワーク・ライフ・バランスに対する意識啓発を図る。

令和３年度

　　男性も女性も、一人一人が、やりがいや充実感を持って働き、仕事上の責任を果たしながらも、家庭や地域生活などの様々な場や
  各自のライフステージにおいて、多様な生き方が選択・実現できる環境を整備していくことが求められています。
　　「仕事」と、子育てや親の介護、地域活動などの「仕事以外の生活｣との調和がとれ、双方が充実しているワーク・ライフ・バラ
  ンスの実現を目指し、取組を進めていきます。

ワーク・ライフ・バランスに対する意識啓発

令和４年度
実施予定内容

令和４年度
実施予定内容

令和４年度
実施予定内容

　①事業実施に係る評価：A 十分実施できた、B おおむね実施できた、C あまり実施できなかった、D 未実施
　②男女共同参画の視点から評価：A 大きな効果があった、B 効果があった、C あまり効果がなかった、D まったく効果がなかった
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NO　３９

事業名

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続

国、東京都等が作成したチラシ
やリーフレットを公共施設に設
置することやあきる野商工会に
対し窓口での配布を依頼するこ
とで普及啓発を図った。
また、あきる野商工会を通じ、
市内認定事業者の取組について
広く周知を行った。

Ｂ Ｂ

チラシの配布等による実質的な
効果を測定することは困難だ
が、意識啓発を図るためには、
行政による継続的な促進策が必
須と言える。今後、より効果的
な啓発を行うためにも、セミ
ナーによる直接的な周知との連
動など、複合的な施策展開につ
いて検討する必要がある。

継続して実施する。

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続

広報あきる野4月15日号及び市
ホームページにおいて、令和2年
度に認定した事業所の認定式に
関する記事を掲載した。（令和3
年度は新型コロナ対策のため、
周知については縮小して実施し
た。）
令和3年度認定事業所　0社

Ｂ Ｂ

新型コロナ対策のため、周知に
ついては縮小しての実施であっ
たことから、令和3年度について
は申請がなかった。令和4年度以
降については、新型コロナの状
況を考慮しつつ、周知の再開に
ついて検討する必要がある。
また、認定された事業所につい
て、定期的に審査し直す仕組み
が必要である。

認定事業に関する周知及び認定済
み事業所に関する周知を継続して
実施する。
既に認定された事業所について
は、再度、取組状況を把握し、市
ホームページにおいて周知を行
う。

事　業　内　容 担当課：商工振興課

ワーク・ライフ・バランスの推進に取り組む事業所として認定された事業所について、あきる野商工会を通じてその取組内容を周知
し、ワーク・ライフ・バランスの啓発を図る。

令和３年度

事　業　内　容 担当課：企画政策課

ワーク・ライフ・バランスの推進に取り組む市内事業所を認定し、広報紙等でその取組内容を周知し、ワーク・ライフ・バランスの啓
発を図る。

令和３年度

ワーク・ライフ・バランスを推進する事業所の認定及び周知・啓発

令和４年度
実施予定内容

令和４年度
実施予定内容

　①事業実施に係る評価：A 十分実施できた、B おおむね実施できた、C あまり実施できなかった、D 未実施
　②男女共同参画の視点から評価：A 大きな効果があった、B 効果があった、C あまり効果がなかった、D まったく効果がなかった
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　　施策２　子育て支援及び介護支援による家庭生活との両立

NO　３７

事業名

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続 利用件数　2件（延べ44日） Ｂ Ｂ

利用件数を増加させるため、従
前より継続的に周知をしてい
る。親のみならず子どもに対す
る各種の支援時においても、当
該支援が必要な世帯には声かけ
をしている。しかしながら、当
該事業を委託できる事業者が少
ない。

継続して実施する。

NO　４０

事業名

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続

男女が共に育児と仕事の両立が
できるよう、子育て支援ガイド
ブックや「子育て応援サイト　
るのキッズ」等により子育て支
援情報を発信した。
1　あきる野市子育て支援ガイド　　
ブック2020更新一覧　
　 発行部数　5,000部（2年分）
2　子育て応援サイト るのキッ
ズ　アクセス件数　111,891件
3　子育て応援アプリ るのキッ
ズ
アプリダウンロードユーザー数　
1,374人(令和4年3月末時点）

Ｂ Ｂ

子育て支援ガイドブックについ
ては、より広く活用していただ
けるように、今後、配布先や配
布部数など配布方法の検討を行
う必要がある。

継続して周知方法等を工夫しなが
ら、子育て支援情報を発信する。
子育て支援ガイドブックについて
は、令和4年度に新たなガイドブッ
クを発行する。
子育て応援サイトやアプリについ
ては現状分析を行い、プッシュ通
知など有効な機能の活用について
検討する。

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続

1　るのキッズ通信
　 発行回数4回
  （各回700部発行）
   ＊ホームページ閲覧可
2　子育て応援メール
　 月2回配信　登録者数3,242件　  
  （令和3年度末）
3　連絡会、交流会の開催(新型
コロナ対策のため中止）
4　グループ活動の場の提供及び
図書の貸し出し

Ｂ Ｂ 特になし 継続して実施する。

NO　４１

事業名

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続

1　講習会、意見交換会及び会員
交流会を実施した。（土曜日開
催も含む）
2　登録者数　　762人
(1)提供会員数　200人
(2)依頼会員数　550人
(3)両方会員数　 12人
3　活動件数　　863件

Ｂ Ｂ

提供会員の高齢化に加え、新規
提供会員の登録が頭打ちとなっ
ているため、人員確保と資質の
向上が必要である。

継続して実施する。
市ホームページでの周知やイベン
ト等でのチラシの配布など、多く
の人が目にする媒体を積極的に活
用し、事業の周知・啓発を図る。

　　　男女が共に育児や介護と家庭、仕事の両立ができるよう、子育て支援に関する事業や介護保険サービス等の充実を図ります。

事　業　内　容 担当課：子ども家庭支援センター

ひとり親が職業能力開発センターに通学するなど、自立を促進するために必要な事由等により、一時的に支援が必要な家庭にホームヘ
ルパーを派遣する事業の充実を図る。

令和３年度

事　業　内　容 担当課：子ども政策課

地域全体できめ細かな子育て支援ができるネットワークの充実を図る。

令和３年度

事　業　内　容 担当課：子ども家庭支援センター

地域全体できめ細かな子育て支援ができるネットワークの充実を図る。

令和３年度

事　業　内　容 担当課：子ども家庭支援センター

地域で育児等の援助を受けたい人と行いたい人が会員となり、育児等について助け合う会員組織であるファミリー・サポート・セン
ターの運営の充実を図る。

令和３年度

（再掲）ひとり親家庭ホームヘルプサービスの充実

令和４年度
実施予定内容

子育て支援ネットワークの充実

令和４年度
実施予定内容

令和４年度
実施予定内容

ファミリー・サポート・センターの運営の充実

令和４年度
実施予定内容

　①事業実施に係る評価：A 十分実施できた、B おおむね実施できた、C あまり実施できなかった、D 未実施
　②男女共同参画の視点から評価：A 大きな効果があった、B 効果があった、C あまり効果がなかった、D まったく効果がなかった

- 44 -



NO　４２

事業名

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続

乳幼児ショートステイ事業
実施施設　東京恵明学園(1か所)
定　　員　0歳から2歳　5人
　　　　　3歳から5歳　5人
利用者実人数　37人（延べ88
日）

乳幼児一時預かり事業（一般
型）
登録人数　90人
延べ利用人数　422人
利用時間単位の総数　1,011枠

Ｂ Ｂ

乳幼児ショートステイ事業
ひとり親世帯などの子どもが体
調不良などで緊急時に全く連絡
が取れない場合、受入れ困難と
しているが、対応を検討する必
要がある。

乳幼児一時預かり事業
利用件数を増加させるため、周
知方法を検討する必要がある。

乳幼児のショートステイ事業につ
いては、365日通年での利用が可能
となっている。
また、令和４年度から、小学生対
象のショートステイ事業を市内協
力家庭に委託し、実施する。

乳幼児一時預かり事業について
は、継続して実施する。広報あき
る野や子育て応援メールのほか、
乳幼児健診などで事業の周知・啓
発を図り、利用者の増に繋げる。

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続

私立保育園12園、認証保育所2園
で実施した。
利用人数　 ：延べ164人
4時間以内　：延べ 33人
4時間以上　：延べ131人

Ｂ Ｂ

認証保育所が実施に加わったこ
とにより、利用者の増加に繋
がったが、依然として私立保育
園は空きスペース等を利用する
ため、全てのニーズに対する確
保が難しい。

継続して実施する。

NO　４３

事業名

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続
病児・病後児保育事業
新規登録人数　75人
延べ利用人数　190人

Ｂ Ｂ

子育てと就労の両立を支援する
中で、保育室の利用対象児童数
に対し、登録者数がまだまだ少
ない状況である。

継続して実施する。
ホームページや子育て応援メー
ル、乳幼児健診等でのチラシの配
布など、多くの人が目にする媒体
を積極的に活用し、事業の周知・
啓発を図る。

事　業　内　容 担当課：子ども家庭支援センター

保護者が疾病等の社会的理由により、一時的に養育が困難となったときやリフレッシュしたいときに利用できる乳幼児ショートステイ
事業及び乳幼児一時預かり事業を実施する。

令和３年度

事　業　内　容 担当課：保育課

保護者が疾病等の社会的理由により、一時的に養育が困難となったときやリフレッシュしたいときに利用できる乳幼児一時預かり事業
を実施する。

令和３年度

事　業　内　容 担当課：子ども家庭支援センター

保育所に通所中の児童等が、病気で通所できないとき、又は病気の回復期にあり、集団保育が困難なときに、施設で一時的に預かる事
業を実施する。

令和３年度

乳幼児ショートステイ事業及び乳幼児一時預かり事業の実施

令和４年度
実施予定内容

令和４年度
実施予定内容

病児・病後児保育の実施

令和４年度
実施予定内容

　①事業実施に係る評価：A 十分実施できた、B おおむね実施できた、C あまり実施できなかった、D 未実施
　②男女共同参画の視点から評価：A 大きな効果があった、B 効果があった、C あまり効果がなかった、D まったく効果がなかった
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NO　４４

事業名

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続

1　市内5か所の子育てひろばで
自由開放を実施した。
2　「るのキッズ通信」や「子育
て応援メール」で子育て支援事
業等の啓発活動を実施した。
3　子育てグループに対して、交
流及び情報交換の場を提供し
た。

Ｂ Ｂ 特になし 継続して実施する。

NO　４５

事業名

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続

延長保育実績
　公立保育園　3園（延べ83人）
　私立保育園 11園（延べ20,013
人）
幼稚園型一時預かり実績
　私立幼稚園　2園
　認定こども園3園
　（延べ19,880人）

Ａ Ａ
今後の見込み数を検証し、提供
体制を確保していく。

継続して実施する。

NO　４６

事業名

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続

市内2園及び市外1園の認証保育
所に対し、運営費補助を行っ
た。
保育実績（延べ808人）
認可外保育施設入所児童保護者
補助金を交付した。
申請者　：延べ194人　
交付者　：延べ194人　
不交付者：延べ　0人　　　

Ａ Ａ 特になし。 継続して実施する。

事　業　内　容 担当課：子ども家庭支援センター

幼児を持つ親（父親も含む）の交流や育児情報の提供等を行うための場の充実を図る。

令和３年度

事　業　内　容 担当課：保育課

保護者の就労形態の多様化や就労時間等の状況を考慮して、保育園での延長保育及び幼稚園での幼稚園型一時預かり事業の充実を図
る。

令和３年度

事　業　内　容 担当課：保育課

認証保育所の保育の充実を図るため、運営費の支援を行う。また、保護者の負担を軽減するため、保育料の補助を行う。

令和３年度

子育て支援のための場の充実

令和４年度
実施予定内容

延長保育及び幼稚園型一時預かり事業の充実

令和４年度
実施予定内容

認証保育所への支援

令和４年度
実施予定内容

　①事業実施に係る評価：A 十分実施できた、B おおむね実施できた、C あまり実施できなかった、D 未実施
　②男女共同参画の視点から評価：A 大きな効果があった、B 効果があった、C あまり効果がなかった、D まったく効果がなかった
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NO　４７

事業名

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続
障がい児保育実績
公立保育園　3園（延べ28人）
私立保育園 12園（延べ339人）

Ｂ Ｂ
加配が必要な児童が入所を希望
した場合に、保育士の確保が難
しい場合がある。

継続して実施する。

NO　４８

事業名

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続
休日保育実績
私立保育園1園
（延べ170人）

Ａ Ａ
今後の見込み数を検証し、提供
体制を確保していく。

継続して実施する。

NO　４９

事業名

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続

新型コロナ対策のため、一部の
主催事業を中止した。事業再開
後も参加は予約制とし、参加者
相互の距離を取るなどの対策を
講じながら実施した。
子育て世代が親子で参加できる
ようおはなし会のうち20回を休
日に開催した。
また人形劇公演は休日に開催
し、３館で90人が参加できた。
さらに、絵本作家の原画展を休
日を含めた期間で開催し、読書
環境づくりを通して、家庭にお
ける子育て支援を行った。

Ｂ Ｂ

新型コロナ対策のため、事前予
約制や入場人数の制限などを
行った上での実施のため、参加
者増は難しい。

今後も参加しやすい日時や内容を
工夫し、事業の充実を図るととも
に、家庭で行える工作や読書に親
しむきっかけとなる「家読」につ
いて働きかけを行う。

事　業　内　容 担当課：保育課

障がい児の特性に応じた受入れ体制の整備等、障がい児保育の充実を図る。

令和３年度

事　業　内　容 担当課：保育課

保護者の就労等で休日に保育が必要な児童に対し、保育を実施する。

令和３年度

事　業　内　容 担当課：図書館

父親等働いている保護者も親子で参加できるよう、休日にも実施するなど、事業の充実を図る。

令和３年度

障がい児保育の充実

令和４年度
実施予定内容

休日保育事業の実施

令和４年度
実施予定内容

読書推進事業の充実

令和４年度
実施予定内容

　①事業実施に係る評価：A 十分実施できた、B おおむね実施できた、C あまり実施できなかった、D 未実施
　②男女共同参画の視点から評価：A 大きな効果があった、B 効果があった、C あまり効果がなかった、D まったく効果がなかった
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NO　５０

事業名

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続

市内16か所の学童クラブにおい
て、保護者が就労等により昼間
家庭にいない小学校に就学して
いる児童を受け入れ、適切な遊
び及び生活の場を提供した。
学童クラブへの受け入れに当
たっては、4月当初で1,013人を
受け入れた。また、午前の時間
帯、午後の時間帯においてそれ
ぞれ育成時間を延長し、保護者
の多様な働き方に対応した。
また、待機児童が91人生じたた
め、児童館の特例利用により居
場所の確保を図った。

Ｂ Ｂ

少子化が進む一方、共働き世帯
の増加などにより、学童クラブ
の需要が高まっている。このた
め、待機児童への対策が課題と
なっている。

待機児童解消策として、新たに若
葉第2学童クラブを開設するととも
に、継続的にハローワークなどを
通じて放課後児童支援員等の確保
に努めるとともに、業務委託など
についても検討を行う。

NO　５１

事業名

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続

スクールカウンセラー連絡会は
書面開催でを行った。また、教
育相談所、教育支援室、子ども
家庭支援センターとの間で情報
共有を図るとともに、外部機関
とつながっていない児童・生徒
に対して、スクールソーシャル
ワーカーを派遣し、その環境に
応じて関係諸機関へ繋げた。

Ｂ Ｂ

中学校の不適応、不登校問題は
現在増加している。社会的自立
の支援をすることを重点に置
き、関係機関と連携しながら、
支援をしていく。

教育支援室の指導員が学校巡回を
行い、学校や教育支援室等に行く
ことができない児童・生徒を受け
入れるため、各中学校に居場所機
能としての役割を設けていく。

NO　５２

事業名

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続

・広報あきる野・市ホームペー
ジへの制度の掲載
・「あきる野市介護保険推進委
員会」における委員会への市民
参画
・市内事業所に就労を希望する
者に対する入門的研修の実施
・介護人材確保に向けた３つの
補助金の創設

Ｂ Ｂ
介護人材不足を背景に、若い世
代に対する制度等の周知・啓発
が必要である。

引き続き、これまでの取組を継続
して実施する。
左記の課題については、第8期介護
保険事業計画に基づき、補助金等
により確保・定着を目指してくと
ともに、入門的研修の実施により
若い世代の介護分野への参加を得
られるよう取り組んでいく。
なお、ここ２年開催できていない
介護の日のイベントについては、
新型コロナウイルス感染症の状況
を踏まえ、介護事業者と協議をす
る。

事　業　内　容 担当課：子ども政策課

男女ともに働き続けることができるよう、育成時間の延長など、学童クラブの充実を図る。

令和３年度

事　業　内　容 担当課：指導室

学校への不適応、不登校問題や進路相談等、教育相談の充実を図る。

令和３年度

事　業　内　容 担当課：高齢者支援課

介護保険制度等の周知・啓発を行い、要介護、要支援者への介護サービスの充実を図る。

令和３年度

学童クラブの充実

令和４年度
実施予定内容

教育相談の充実

令和４年度
実施予定内容

介護保険制度等の周知・啓発と介護サービスの充実

令和４年度
実施予定内容

　①事業実施に係る評価：A 十分実施できた、B おおむね実施できた、C あまり実施できなかった、D 未実施
　②男女共同参画の視点から評価：A 大きな効果があった、B 効果があった、C あまり効果がなかった、D まったく効果がなかった
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NO　５３

事業名

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続

介護に男女が共同して参加でき
るよう、家族等を対象に、適切
な介護知識・技術を習得しても
らうことを目的に、介護教室を
実施している。
令和3年度は土、日曜日開催を予
定していたが、新型コロナウィ
ルス感染症対策のため中止し
た。
全6回　参加者数64人

Ｂ Ｂ
現役世代、特に男性の参加者の
参加及び土・日曜日並びに夜間
の教室を増やす必要がある。

継続して実施する。

NO　５４

事業名

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続

精神障がい者相談支援センター
で精神障がい者の日常生活の支
援、家族も含めた相談支援、地
域交流活動等を実施した。ま
た、障がい者就労・生活支援セ
ンターで就労支援のほか、福祉
サービスの利用援助、社会資源
の活用や社会生活を高めるため
の支援等を実施した。

Ａ Ｂ

事業実施の課題は特になし。障
がい者の介護等に係る相談支援
は、子育て支援や介護支援に寄
与するものであるが、障害者福
祉の観点から取り組むものであ
るため、男女共同参画という視
点に特化した成果を把握するこ
とは難しい面がある。

継続して実施する。

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続

地域包括支援センターを市内3か
所に設置し、在宅で高齢者を介
護している人の日常的な悩みや
相談に対応した。
相談件数　10,293件

Ａ Ａ

3センターの相談対応を統一する
ため、定期的な連絡会において
情報を共有し、指導していく必
要がある。

相談対応を継続して実施する。

事　業　内　容 担当課：高齢者支援課

介護に男女が共同して参加できるよう、家族等を対象に、適切な介護知識・技術を習得してもらうことを目的に、介護教室を実施す
る。

令和３年度

事　業　内　容 担当課：障がい者支援課

障がい者相談支援センターにおいて、在宅で障がい者を介護している人の日常的な悩みや相談に対応する。

令和３年度

事　業　内　容 担当課：高齢者支援課

地域包括支援センター及び在宅介護支援センターにおいて、在宅で高齢者を介護している人の日常的な悩みや相談に対応する。

令和３年度

介護教室の実施

令和４年度
実施予定内容

相談体制の充実

令和４年度
実施予定内容

令和４年度
実施予定内容

　①事業実施に係る評価：A 十分実施できた、B おおむね実施できた、C あまり実施できなかった、D 未実施
　②男女共同参画の視点から評価：A 大きな効果があった、B 効果があった、C あまり効果がなかった、D まったく効果がなかった
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基本目標Ⅲ　政策・方針決定過程への男女共同参画の推進

　課題１　政策・方針決定過程への男女共同参画の推進

　　 施策１　あらゆる分野での女性の参画拡大

NO　５５

事業名

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続

4月1日現在の各種委員会等にお
ける女性委員比率を調査した。
女性委員の比率　35.8％
また、調査の際に、女性委員の
任用について、周知を行った。

Ｂ Ｂ

目標である30％は超えているも
のの、女性委員が全く存在して
いない委員会等が複数存在して
いる。
女性委員が存在しない委員会に
おいて、女性委員の任用を進め
るため、より一層の周知を図る
必要がある。

「委員会等委員の選任に関する指
針」に則り、積極的に女性を任用
するよう､全庁に周知する頻度を高
める。

NO　５６

事業名

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続

各種委員会等における委員の委
嘱状況について調査を行い、集
計したデータを基に、女性委員
の比率を算出し、本書で公表し
ている。

Ｂ Ｂ

庁内において、女性委員の比率
に関する認知度は低い。女性委
員の任用を進めるため、より一
層の周知を図る必要がある。

「委員会等委員の選任に関する指
針」に則り、積極的に女性を任用
するよう、全庁に周知する頻度を
高める。
また、第5次あきる野男女共同参画
プランの策定に伴い、指針の委員
の男女比に関する規定を改正す
る。

NO　５７

事業名

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続
東京都市町村職員研修所で実施
の男女共同参画研修に2人を派遣
した｡

Ｂ Ｂ
新型コロナ対策を講じながらの
独自研修の実施について、検討
する必要がある。

職員の派遣を実施する。

　男女が、対等なパートナーとして、政策決定や意思決定過程に参画できる環境づくりを進めます。

　　  多様な意見が市政に反映できるよう委員会等の女性比率の拡大を図るほか、市職員にあっては、研修等を通じて男女共同参画意
　　識の啓発に取り組みます。

事　業　内　容 担当課：企画政策課

市政に女性の意見や視点を反映させるため、各委員会等における女性委員の比率が３０％以上となるよう、関係部署に働きかける。

令和３年度

事　業　内　容 担当課：企画政策課

達成度のチェックと公表を行う。

令和３年度

事　業　内　容 担当課：職員課

男女共同参画に関する職員研修の充実を図る。

令和３年度

※一般的には、社会的・構造的な差別によって不利益を被っている者に対して、一定の範囲で特別の機会を提供することなどにより、
実質的な機会均等を実現することを目的として講じる暫定的な措置のことをいう。（内閣府男女共同参画局ホームページより引用）

　  男女が共に対等な立場で、政策･方針等の意思決定過程に参画していくことは、男女共同参画社会を実現する上で最も重要です。
    国は、社会のあらゆる分野において、２０２０年までに指導的地位に女性が占める割合が、少なくとも  ３０％程度になるよう
　期待するという「２０２０年３０％」の目標の達成を目指し、実効性のある積極的 改善措置（ポジティブ・アクション※）を推
　進しています。
　  市においては、引き続き、審議会や委員会等への女性の参画を積極的に推進し、多様な意見が市政に反映できるようにしていき
　ます。
 　 また、市職員にあっては、研修等を通じて、男女共同参画意識の啓発に取り組みます。

委員の女性比率の拡大

令和４年度
実施予定内容

女性委員比率の達成度のチェック及び市民への公表

令和４年度
実施予定内容

男女共同参画に関する職員研修の充実

令和４年度
実施予定内容

　①事業実施に係る評価：A 十分実施できた、B おおむね実施できた、C あまり実施できなかった、D 未実施
　②男女共同参画の視点から評価：A 大きな効果があった、B 効果があった、C あまり効果がなかった、D まったく効果がなかった
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NO　５８

事業名

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続

新型コロナ対策のため、人を集
めて行う事業は実施できなかっ
たが、広報あきる野、市ホーム
ページなどを活用し、地震や風
水害等の災害に対する備えにつ
いて啓発を行った。また、ハ
ザードマップの更新を行った。

Ｂ Ｃ

防災行政に女性の視点を取り入
れることで、これまで見落とさ
れていた取組の拾い上げを行う
必要がある。また女性の力を防
災の場面で活用できる環境作り
が必要である。
そのことからも、防災行政の場
に女性職員を配置する必要があ
る。

令和3年度から4年度にかけて、地
域防災計画の改正を行う。
新型コロナ対策を講じながら、防
災事業を実施する。

NO　５９

事業名

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続

令和3年度は、前年同様、新型コ
ロナ対策のため、新規防災リー
ダー育成講習会や既存リーダー
のフォロー研修が実施できな
かった。

Ｃ Ｃ

災害時において、女性の視点を
取り入れ活用するためには、多
くの女性防災リーダーを育成す
る必要がある。候補者の募集方
法や防災リーダーの役割を明確
にするなど、新たな取組が必要
である。

新型コロナ対策を行い、防災リー
ダー育成講習会及びフォロー研修
を実施する。

事　業　内　容 担当課：地域防災課

男女共同参画の視点に立った地域防災計画の改定と事業の推進を図る。

令和３年度

事　業　内　容 担当課：地域防災課

防災分野に女性の視点を取り入れるため、女性地域防災リーダーの拡充に努める。

令和３年度

地域防災計画の推進

令和４年度
実施予定内容

女性地域防災リーダーの拡充

令和４年度
実施予定内容

　①事業実施に係る評価：A 十分実施できた、B おおむね実施できた、C あまり実施できなかった、D 未実施
　②男女共同参画の視点から評価：A 大きな効果があった、B 効果があった、C あまり効果がなかった、D まったく効果がなかった
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基本目標Ⅳ　計画の確実な推進

　課題１　推進体制の整備

　　施策１　重点実施･責任部署、目標、実施期限の明確化

NO　６０

事業名

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続

第5次あきる野男女共同参画プラ
ン策定に当たり、会議を開催
し、必要事項について審議を
行った。
開催回数：4回

Ａ Ａ 特になし。
審議する必要が生じた場合、適
宜、会議を開催する。

NO　６１

事業名

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続

令和2年度の進捗状況を確認し、
男女共同参画推進市民会議委員
の評価を加え、公表した。
（新型コロナ対策のため、第1
回、第2回は書面開催、第4回は
対面、書面、オンライン併用で
の開催とした。）
開催回数：4回

Ａ Ａ

第5次プランの進捗状況の評価方
法について検討する必要があ
る。
また、進捗状況の評価について
は、その評価結果を次年度の事
業に生かすため、早めに実施す
る必要がある。

第5次あきる野男女共同参画プラン
の策定を踏まえ、進捗状況の評価
及び公表を行う。
また、来年度以降は、第5次プラン
の進捗状況の評価を行うため、評
価方法について検討を進める。
市民会議については、新型コロナ
対策のため、状況に応じて書面開
催、オンライン開催とする。
また、進捗状況の評価について
は、年度の早い時期に実施する。

　　施策２　市民との連携･協働体制の充実

NO　６２

事業名

区分 事業実績
①実績に係る

評価

②男女共同参
画の視点から

の評価
課題

継続

計画の進捗を管理するため､進捗
状況報告内容について評価し
た。
また、第5次あきる野男女共同参
画プラン策定に当たり、意見聴
取を行った。
（新型コロナ対策のため、第1
回、第2回は書面開催、第4回は
対面、書面、オンライン併用で
の開催とした。）

Ａ Ａ

男女共同参画推進市民会議委員
より、事業実績について具体的
な表記がなく、評価が難しいと
の声があった。このことから、
第5次プランの進捗状況の評価方
法について検討する必要があ
る。

各課が男女共同参画の目線に立っ
てより具体的に事業を評価できる
よう、引き続き、男女共同参画進
捗状況の調査を行う。
また、来年度以降は、第5次プラン
の進捗状況の評価を行うため、評
価方法について検討を進める。
市民会議については、新型コロナ
対策のため、状況に応じて書面開
催、オンライン開催とする。

　市民との協働により、男女共同参画社会の実現を目指します。

　　本計画を実効性のあるものとするため、目標の数値化を図り、ＰＤＣＡサイクルによる進行管理を行うとともに、市民との協働を
  通じ、多様化･複雑化する課題への対応を図ります。

　　　男女共同参画プランを着実に推進するため、計画事業の進行管理を行い、その結果を公表します。

事　業　内　容 担当課：企画政策課

男女共同参画推進本部において、施策等について審議し、計画的、総合的な推進を図る。

令和３年度

事　業　内　容 担当課：企画政策課

男女共同参画プランの進捗状況を点検・公表し、計画事業の進行管理を行う。

令和３年度

　　　市民との協働により、男女共同参画プランを推進します。

事　業　内　容 担当課：企画政策課

男女共同参画プランの進捗状況を評価し、計画の推進方法等について検討を行う。

令和３年度

男女共同参画推進本部による施策等の総合的な推進

令和４年度
実施予定内容

男女共同参画計画の進行管理

令和４年度
実施予定内容

男女共同参画推進市民会議との協働による事業の推進

令和４年度
実施予定内容

　①事業実施に係る評価：A 十分実施できた、B おおむね実施できた、C あまり実施できなかった、D 未実施
　②男女共同参画の視点から評価：A 大きな効果があった、B 効果があった、C あまり効果がなかった、D まったく効果がなかった
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５ 進捗状況に対するあきる野市男女共同参画推進市民会議による

評価

【 評価方法 】

各課の進捗状況報告について、下記の点を考慮して評価した。

ア 課題解決に対する事業は実施されているか。

イ 担当課の自己評価は適切か。

ウ 課題に即した改善策が次年度計画に立てられているか。

【 評価基準 】

Ａ：施策に対する事業を十分に実施できている。

Ｂ：施策に対する事業はおおむね実施できている。

Ｃ：課題解決に工夫や改善が必要と思われる。

Ｄ：その他、施策の見直し等の必要がある。
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基本目標Ⅰ 人権尊重意識の高揚と人権擁護

課 題１ 配偶者等からの暴力などを根絶するための施策の推進

（推進状況報告書：P25～P30）
【総合評価】

Ｂ

【評価理由】

○おおむね実施できていると思われるが、課題を把握している事業については、令和

４年度の実施内容に工夫が盛り込まれているともっと良いと思う。

〇コロナ対策もある中、継続的に活動していると思う。

〇今後はインプット（研修形式、情報発信）にとどまらず、アウトプットの見える化

をより一層期待する。

〇ターゲット（対象）が違うが、普及啓発や周知など事業内容が同一であるにも関わ

らず、担当課によって意識の違いが見られる。

〇Ａ評価ではなく、Ｂ評価であり、課題も出されているが、「継続して実施する」の

予定内容に疑問を感じる。

〇コロナ対策の動画配信研修の取組は良いと感じた。

〇ＤＶ相談の件数について。

〇地道ではあるが、関係部署によるＤＶなどのことが広く市民に相談できる、より一

層の体制の構築を望む。

〇ポスターやチラシに限らず、市のメール配信等を利用した周知活動に期待したい。

基本目標Ⅰ 人権尊重意識の高揚と人権擁護

課 題２ 男女共同参画に係る意識啓発及び教育の推進

（推進状況報告書：P31～P32）
【総合評価】

Ｂ

【評価理由】

〇「課題」と「次年度実施予定内容」の記述が前年度と同じものについては、課題解

決に進展があったのかどうか疑問である。

〇市民が直接対話や課題について考える機会の充実を期待する。（オンラインイベン

ト（後日配信含む）など。）

〇コロナ禍の中でも工夫して取組、または課題に対しての予定内容が検討されてい

る。

〇生涯学習推進課、指導室、健康課など意識が少しずつ変化していると思われた。

〇商工振興課や職員課など、課題が挙げられているにも関わらず、実施予定内容が不

明確である。

〇令和２年度アンケート結果より男女平等や男女共同参画社会への意識が低下しつ

つあるので、今後の啓発活動に期待したい。

〇コロナに対応した施策について
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基本目標Ⅰ 人権尊重意識の高揚と人権擁護

課 題３ 生涯を通じた健康支援

（推進状況報告書：P33～P35）

【総合評価】

Ａ

【評価理由】

〇事業の実施については十分であると思うが、課題点も挙げられているので、それら

の解決のために、工夫や改善がなされることを期待したい。

〇課題に対する案を講じていると考える。

〇今後は「課題」で記述されている内容に対して、デジタルツールを用いた解決案の

展開を期待する。

〇コロナ対策を講じる上での取組は、昨年に引き続き、困難であると感じている。

〇対面、リアル実施ができることが一番だとは思うが、今後のＤＸも見据えて、オン

ライン等、ＷＥＢの活用を期待する。

〇多くの事業が確実に実施されている。十分な評価に値すると思う。

〇コロナ対策を講じながらも実施できていると思う。

基本目標Ⅱ 働きやすい職場づくり

課 題１ 職場における女性の活躍推進に関する施策の推進

（推進状況報告書：P36～P41）

【総合評価】

Ｂ

【評価理由】

〇周知や啓発活動については、引き続き工夫が必要と思われる。

〇情報や機会提供は充実しているため、次のステップである利用者（市民）への継続

的な働きかけについて検討してほしい。

〇この項目には問題が発生して課題が見えるといった、難しい内容が多い。そのため

評価が分かりにくいが、情報提供など、複合的な施策展開など、課題が出ている部分

に対しては「継続する」ではなく、具体策を求めたい。

〇Ｎｏ３０農林課の「女性から就農への問い合わせが増加している」は、あきる野市

の新しい女性参画の兆しとして推進してほしい。

〇各種委員会での女性の参画率の低下が残念に思う。女性が参加しやすい委員会があ

る一方で、女性に参加してほしい委員会に女性がいないのが問題だと思う。
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基本目標Ⅱ 働きやすい職場づくり

課 題２ ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進

（推進状況報告書：P42～P49）
【総合評価】

Ｂ

【評価理由】

○子育て支援や介護支援は充実してきていると思うが、課題点も挙げられているの

で、それらの解決のために工夫や改善がなされることを期待したい。

〇コロナによる流動的な部分が多いが、在宅ワークや保育などは継続して、多様な働

き方や社会の変化に対応し続けてもらえればと思う。

〇長期的な視野で見据える課題だと思うが、目標は短期ごとに社会の流れや状況を捉

えて設定していく必要がある。

〇世間の意識も高まっている項目であるため、引き続き、取組を期待する。

〇Ｎｏ３９商工振興課の事業の実態が読み取れない。

〇企画政策課の事業について、周知活動のより一層の活動を望む。

〇施策２に対する事業実績は活動の状況が数値化されていて、分かりやすかった。

〇ワーク・ライフ・バランスの認定事業所が令和３年度は０件だったため、今後、認

定事業者が増えることを期待したい。

〇子どもの預け先と就労機会の増加量について

基本目標Ⅲ 政策・方針決定過程への男女共同参画の推進

課 題１ 政策・方針決定過程への男女共同参画の推進

（推進状況報告書：P50～P51）
【総合評価】

Ｂ

【評価理由】

〇第４次プランの目標に達していない。

〇水害なども年々深刻になりつつあるため、Ｎｏ５８、Ｎｏ５９の充実を期待する。

〇課題や実施内容がよく把握されている。ただ、この内容が実際に実行されるのか、

何割程達成できるのか、今後の課題や次回の目標設定に大きく影響されると感じた。

〇Ｎｏ５８及びＮｏ５９の事業については、コロナ対策で計画が実施できなかったこ

とはわかるが、他のアプローチによる実施の検討はどうだったのか。

〇地域防災の分野に女性の視点を取り入れることは重要だと思う。今後の女性防災リ

ーダーの育成に期待したい。
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【その他委員からの意見等】

〇１ページの注釈のＤＶの定義に「～女性から男性、同性から同性への暴力」の「同性から同性への暴

力」について、今後は追加すべきか検討を願う。同性パートナーシップなどの制度が始まれば、大切な

文言になる。

〇市民ひとりひとりに実感してもらえるようになるには時間がかかると思う。委員としても、徐々にこ

ういった書面での変化を感じるところではある。

〇地道に取組をしていくことで、担当課や職員にとってもより良い変化になることを期待する。

基本目標Ⅳ 計画の確実な推進

課 題１ 推進体制の整備

（推進状況報告書：P52）
【総合評価】

Ａ

【評価理由】

○事業は計画どおりに実施されているが、何をもって男女共同参画の視点から「大き

な効果があった」と評価されているのか疑問である。

〇定期的に実施し、意見を積極的に改善に向けていると感じている。

〇より分かりやすく今後も市民の理解、意識が高まることを願う。

〇コロナ対策を積極的に行い（書面開催、オンライン導入）評価を確実なものにして

いる。

〇コロナ禍ではあったが、書面やオンラインで計画の進捗状況の確認はできていたの

で評価した。
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